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秋
田
藩
で
は
藩
主
の
通
行
時
を
中
心
に
村
々
か
ら
人
馬
を
徴
発
す
る
助
郷
制
度

が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
・
後
述
す
る
よ
う
に
、

享
保
期
が
画
期
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
宿
駅
に
在
郷
の
人
馬

を
供
出
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
た
。

『
梅
津
政
景
日
記
』
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
三
月
六
日
条
に
駄
賃
な
ど
に
つ

い
て
定
め
た
箇
条
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
「
上
下
之
衆
つ
と
ひ
候
ハ
、
其
町
之
憐

（
隣
）
郷
之
馬
を
頼
候
て
も
早
々
可
相
通
候
」
と
あ
る
（
１
）
。
こ
れ
は
「
頼
」
む
と

い
う
言
い
方
な
の
で
、
在
郷
へ
の
強
制
的
な
賦
課
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、

宿
駅
伝
馬
を
村
方
の
人
馬
役
に
よ
っ
て
補
う
助
郷
制
度
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

幾
多
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
秋
田
藩
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
体
系

的
な
研
究
成
果
を
み
て
い
な
い
。
筆
者
は
平
成
二
○
年
度
秋
川
県
立
博
物
館
企
画

展
「
あ
き
た
の
街
道
を
歩
く
」
の
準
備
作
業
の
た
め
、
秋
川
県
内
の
関
連
史
料
の

所
在
を
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。
本
稿
は
そ
の
さ
い
得
た
知
見
を
も
と
に
、
お
も

に
一
八
世
紀
以
降
の
秋
田
藩
の
助
郷
制
度
に
つ
い
て
素
描
を
試
み
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
当
地
域
の
史
料
で
は
助
郷
を
加
郷
と
よ
び
、
助
郷
が
供
す
る
人
馬
を

加
人
馬
な
い
し
加
伝
馬
・
歩
夫
、
宿
駅
の
継
立
の
機
構
や
宿
場
の
こ
と
を
駅
場
な

い
し
駅
と
よ
ぶ
こ
と
が
多
い
が
、
ほ
ぼ
同
義
と
み
ら
れ
る
の
で
本
稿
で
は
特
に
区

別
せ
ず
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

は
じ
め
に

一
近
世
前
期
の
状
況

秋
田
藩
の
助
郷
制
度
に
関
す
る
覚
書

と
も
か
く
も
在
郷
の
馬
を
宿
駅
に
充
当
す
る
よ
う
令
し
て
い
る
。

「
久
保
田
大
町
三
丁
目
記
録
」
に
み
え
る
延
宝
元
年
二
六
七
三
）
の
「
御
伝

馬
町
定
り
之
事
」
に
は
、
約
五
十
か
村
の
村
名
と
銭
高
の
列
挙
が
み
え
、
久
保
田

の
宿
場
へ
周
辺
の
村
か
ら
出
銭
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
（
２
）
。
い
ず
れ
も
久
保
田

周
辺
の
、
現
秋
田
市
に
位
置
す
る
村
々
で
あ
る
。
参
勤
交
代
の
ご
と
く
大
量
の
人

馬
を
要
す
る
通
行
に
お
い
て
は
、
宿
駅
単
独
の
負
担
で
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
か
ら
、
周
囲
の
村
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
早
く
か
ら
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

天
和
三
年
二
六
八
三
）
以
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
八
沢
木
村
は
「
加
伝
馬
・

歩
夫
」
を
刈
和
野
駅
に
つ
と
め
て
お
り
、
秋
田
藩
の
参
勤
で
は
伝
馬
九
～
一
○
匹
、

歩
夫
八
～
九
人
、
弘
前
藩
の
ば
あ
い
は
伝
馬
八
～
九
匹
、
歩
夫
四
～
五
人
を
負
担

し
て
い
た
が
、
遠
路
で
あ
る
た
め
角
間
川
駅
へ
の
詰
め
先
の
変
更
を
願
い
出
た
。

訴
状
に
よ
れ
ば
、
刈
和
野
ま
で
五
里
半
あ
る
た
め
、
八
沢
木
村
か
ら
直
接
詰
め
る

こ
と
は
困
難
で
、
あ
ち
こ
ち
で
馬
を
高
値
で
雇
う
た
め
郷
中
が
疲
弊
す
る
と
述
べ

て
い
る
（
３
）
。
こ
の
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
特
定
の
宿
駅
に
特
定
の
助
郷
が
指
定
さ

れ
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
が
恒
常
的
な
制
度
と
し
て
存
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。貞

享
四
年
（
一
六
八
七
）
七
月
、
秋
田
藩
主
の
帰
国
に
さ
い
し
、
昨
年
の
不
作

に
よ
り
領
内
百
姓
が
伝
馬
を
つ
と
め
る
の
が
困
難
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
現
山
形

県
の
尾
花
沢
以
北
は
、
用
の
無
い
供
の
者
を
先
に
帰
国
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
（
４
）
。

助
郷
は
、
大
規
模
な
通
行
で
宿
駅
が
負
担
し
き
れ
な
い
人
馬
数
を
村
々
に
割
り
振

る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
列
を
分
散
し
て
通
行
す
れ
ば
、
助
郷
の
負
担
は
軽
く
な
る
。

こ
こ
で
は
不
作
が
理
由
と
な
っ
て
お
り
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
農
村
か
ら
人
馬
を

徴
発
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
か
ら
、
秋
田
藩
で
は
天
和
期
以
前
に
助
郷
の
設
定
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
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秋Ⅲ群の助郷制度に関する覚書

二
）
享
保
・
天
保
期
の
助
郷
一
覧

秋
田
藩
の
助
郷
を
総
覧
し
う
る
史
料
は
あ
ま
り
豊
富
で
は
な
い
。
羽
州
街
道
の

宿
駅
で
あ
る
六
郷
の
駅
場
肝
煎
が
記
し
た
「
御
伝
馬
除
屋
舗
駅
場
方
品
々
亀
鑑
」

（
以
下
「
品
々
亀
鑑
」
と
略
す
）
に
、
藩
領
南
部
の
数
駅
に
付
属
さ
れ
た
助
郷
に

つ
い
て
、
享
保
一
七
年
（
一
七
三
二
）
と
天
保
一
二
年
二
八
四
二
前
後
の
助

郷
一
覧
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
享
保
一
七
年
に
つ
い
て
は
大
曲
・
六
郷
・
横
手
、

天
保
期
は
境
・
神
宮
寺
・
大
曲
・
六
郷
の
各
宿
駅
の
助
郷
リ
ス
ト
で
あ
る
（
５
）
。

こ
れ
を
表
に
示
し
た
の
が
｛
表
１
｝
～
〔
表
５
］
で
あ
る
。

な
お
、
享
保
度
の
も
の
は
次
節
で
も
検
討
す
る
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
に
収

載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
曲
駅
の
助
郷
リ
ス
ト
は
享
保
一
七
年
公
定
の
の
ち
元

文
六
年
二
七
四
一
）
に
改
訂
さ
れ
た
リ
ス
ト
で
あ
る
。
天
保
期
の
助
郷
リ
ス
ト

の
年
代
は
、
そ
れ
が
後
述
す
る
天
保
一
一
～
一
二
年
の
加
郷
割
に
対
応
す
る
リ
ス

ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
保
一
二
年
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
う
ち
大
曲
・
六

郷
に
つ
い
て
は
、
天
保
一
二
年
に
助
郷
を
相
互
に
交
換
し
た
前
後
の
も
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
天
保
二
年
、
一
二
年
の
現
状
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
史
料
に

は
数
値
の
合
計
の
不
一
致
や
、
誤
記
と
思
わ
れ
る
部
分
も
あ
る
が
、
表
で
は
お
お

む
ね
史
料
の
記
載
の
ま
ま
と
し
た
。
天
保
度
の
リ
ス
ト
は
、
記
さ
れ
た
高
が
割
付

高
な
の
か
、
そ
れ
と
も
村
高
な
の
か
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
点
は
別
の
史

料
に
み
え
る
村
高
と
比
較
し
て
筆
者
が
判
断
し
た
。

れ
る
が
、
そ
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

（
二
）
助
郷
の
規
模

【
表
１
－
～
【
表
５
－
に
よ
る
と
、
各
宿
駅
に
割
付
高
で
一
、
二
万
石
、
村
数

で
一
五
～
七
九
力
村
の
助
郷
が
付
属
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
高
や
村
数
で
み

る
と
宿
駅
ご
と
の
差
が
大
き
い
。
た
だ
し
、
享
保
・
元
文
度
の
リ
ス
ト
の
総
人
馬

数
の
集
計
を
み
る
と
、
大
曲
が
四
○
○
人
・
四
○
○
匹
、
六
郷
が
四
○
○
人
・
四

二
享
保
・
天
保
期
に
お
け
る
助
郷
の
規
模
と
分
布

（
三
）
助
郷
の
種
類

秋
田
藩
の
助
郷
に
は
、
定
助
郷
・
加
助
郷
な
ど
の
区
別
は
み
ら
れ
な
い
。
た
だ

し
、
村
に
よ
り
免
除
率
の
差
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
村
高
か
ら
一
定
の
割
合
を
免

除
し
て
、
残
り
を
課
役
の
割
付
高
と
す
る
の
で
あ
る
。
表
に
よ
れ
ば
三
分
の
一
、

二
分
の
一
、
三
分
の
二
、
四
分
の
三
免
除
と
い
う
四
段
階
の
免
除
が
あ
る
。
そ
の

ほ
か
、
伝
馬
を
免
除
さ
れ
歩
夫
の
み
負
担
す
る
村
と
、
伝
馬
・
歩
夫
と
も
に
免
除

さ
れ
る
村
、
つ
ま
り
ま
っ
た
く
負
担
の
な
い
村
が
あ
る
。
ま
た
、
特
殊
な
理
由
で
、

た
と
え
ば
【
表
５
－
恥
副
～
弱
、
恥
刷
の
ご
と
く
、
特
定
の
役
務
を
つ
と
め
る
代

わ
り
に
伝
馬
・
歩
夫
と
も
免
除
さ
れ
る
例
が
あ
る
。
ま
っ
た
く
負
担
の
な
い
村
を
、

助
郷
の
リ
ス
ト
に
加
え
た
意
図
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
定
範
囲
の
村
々
を
助
郷
に

振
り
分
け
る
都
合
か
ら
、
形
式
的
に
リ
ス
ト
に
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
段
階
的
な
役
免
除
が
あ
り
、
過
半
数
の
村
は
何
ら
か
の
免
除
が
与

え
ら
れ
て
い
た
。
い
っ
さ
い
免
除
の
な
い
村
は
、
村
数
で
全
体
の
四
三
％
に
と
ど

ま
る
。
二
分
の
一
以
上
を
免
除
さ
れ
る
村
は
、
享
保
度
で
三
六
％
、
天
保
度
で
四

四
％
に
の
ぼ
る
。

役
免
除
の
理
由
は
、
明
記
さ
れ
た
限
り
に
お
い
て
は
遠
路
を
理
由
と
す
る
村
が

○
八
匹
、
横
手
が
四
○
○
人
・
五
○
○
匹
で
あ
り
、
計
画
的
に
一
定
の
人
馬
数
を

確
保
せ
ん
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

各
村
の
負
担
は
い
ず
れ
も
石
高
で
示
さ
れ
て
い
る
。
高
割
で
助
郷
に
人
馬
を
割

り
つ
け
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
本
稿
で
み
る
助
郷
課
役
の
個
別
事

例
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

享
保
期
と
天
保
期
を
比
較
で
き
る
の
は
大
曲
・
六
郷
の
み
で
あ
る
が
、
大
曲
で

は
恥
“
以
降
の
二
七
か
村
が
増
加
し
、
二
か
村
が
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
加
除

の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
六
郷
で
は
、
天
保
一
二
年
に
実
施
さ
れ
た
大
曲
と
の

助
郷
交
換
を
の
ぞ
け
ば
変
動
は
な
く
、
割
付
高
合
計
も
享
保
度
の
一
万
一
五
七
九

石
に
対
し
て
、
天
保
度
は
一
万
一
五
七
八
石
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
な
お
、
大
曲

と
の
助
郷
交
換
後
、
六
郷
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
増
加
し
た
高
を
大
曲
に
割
り
返
す

措
置
を
と
っ
て
お
り
、
助
郷
高
の
一
定
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。

ｊ
兜
２
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最
も
多
い
。
事
実
、
役
免
除
の
村
は
宿
駅
か
ら
遠
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
た
だ
し
、

天
保
度
の
大
曲
の
助
郷
二
表
４
二
の
う
ち
恥
だ
～
別
は
、
大
曲
近
郊
の
村
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
分
の
一
免
除
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
距
離
だ
け
で
免
除
を

決
め
た
訳
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

享
保
・
天
保
度
に
共
通
す
る
村
に
つ
い
て
、
免
除
率
を
比
較
す
る
と
、
誤
記
と

み
ら
れ
る
一
例
を
の
ぞ
い
て
変
化
が
な
い
。
前
項
で
み
た
よ
う
に
宿
駅
ご
と
の
総

人
馬
数
は
四
○
○
人
・
四
○
○
匹
規
模
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
各
村
の
免
除
率
の
固
定
を
前
提
と
し
て
い
る
。
免
除
率
は
計
画
的
に

設
定
さ
れ
、
か
つ
固
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
［
表
４
－
の
天
保
度
の
大
曲
の
助
郷
に
は
、
「
倍
銭
」
と
い
う
注
記
が
し

ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
倍
銭
記
載
が
あ
る
村
は
例
外
な
く
役
免
除
と
な
っ
て
い
る
か

ら
、
そ
れ
に
関
係
す
る
用
語
と
思
わ
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
意
味
を
明
ら
か
に
で

き
な
い
。

【図1】天保12年頃の助郷分布
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（
四
）
助
郷
の
分
布

同
じ
史
料
か
ら
天
保
一
二
年
頃
の
境
・
神
宮
寺
・
大
曲
・
六
郷
各
駅
の
助
郷
の

分
布
を
示
し
た
の
が
【
図
１
－
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
大
曲
・
六
郷
は
盆
地
に
位
置
し
、
周
囲
に
多
数
の
村
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
助
郷
も
比
較
的
近
辺
に
集
ま
っ
て
い
る
。
ほ
か
の
宿
駅
は
近
辺
に
村
が
少
な

く
、
か
な
り
遠
方
ま
で
助
郷
が
分
布
し
て
い
る
。
角
館
周
辺
の
村
々
は
、
ど
の
宿

駅
か
ら
も
遠
く
、
あ
た
か
も
機
械
的
に
各
宿
駅
に
配
分
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

角
館
以
遠
の
村
は
一
例
を
の
ぞ
い
て
三
分
の
二
免
除
な
い
し
馬
役
免
除
と
な
っ
て

い
る
。
上
桧
木
内
村
二
表
４
－
叱
哩
）
に
い
た
っ
て
は
、
直
線
距
離
で
約
四
○

ｍ
離
れ
た
大
曲
の
助
郷
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
遠
方
の
村
が
助
郷
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
み
る
と
、
む
し
ろ
助
郷

で
は
な
い
村
の
ほ
う
が
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
べ
て
の
助
郷
が
判
明
し

た
訳
で
は
な
い
か
ら
確
言
で
き
な
い
が
、
た
と
え
ば
天
保
期
の
仙
北
郡
で
は
、
伺

郡
一
八
一
か
村
の
う
ち
一
五
九
か
村
が
、
前
掲
の
助
郷
リ
ス
ト
に
現
れ
る
。
残
り

二
二
か
村
（
村
高
約
一
万
一
二
○
○
石
）
も
、
刈
和
野
駅
の
助
郷
で
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
後
掲
【
表
６
－
に
よ
れ
ば
天
保
期
刈
和
野
の
助
郷
高

は
一
万
四
○
○
○
石
前
後
で
、
石
高
が
ほ
ぼ
照
応
す
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
本
節
で
は
助
郷
の
規
模
や
分
布
か
ら
助
郷
制
度
に
つ
い
て
み
た
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
秋
田
藩
の
助
郷
役
は
、
街
道
近
辺
に
限
ら
れ
た
役
と
は
言
い
難
く
、

広
範
囲
に
わ
た
っ
て
助
郷
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
主
に
遠
方
で
あ
る
こ
と
を
理
由

に
、
一
部
役
免
除
が
与
え
ら
れ
、
高
割
で
各
宿
駅
に
四
○
○
人
・
四
○
○
匹
規
模

の
人
馬
を
配
備
で
き
る
よ
う
、
計
画
的
に
助
郷
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た

助
郷
編
成
が
、
享
保
か
ら
天
保
に
か
け
て
大
き
な
変
化
が
無
か
っ
た
か
ど
う
か
と

い
え
ば
、
免
除
率
が
不
変
で
あ
る
こ
と
や
、
六
郷
で
助
郷
高
の
一
定
維
持
が
図
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
制
度
的
な
枠
組
み
は
基
本
的
に
変
化
し
な
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

－92－
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秋田藩の助郷制度に関する覚書

【表2】神宮寺の助郷天保12年頃 【表1】境の助郷天保12年頃

No, 村 名
※

(石）

l横堀村1 0 7 5

2沖郷村1107

3斎内村830

4野口村 8 1 0

5梁場新田 村 2 7

6駒場村793

7村杉村371

8大蔵村311

9今泉村 3 5 4

10中里村258

11宮内村155

12鑓見内村1130

13横沢村17.3

14今宿村 3 6 4

15黒土村652

16八|幡林村612

17釣田新田村288

18上花園村156

19下花園村 386

2O遠藤新田村54

2 1桜 田村216

22下桜田村355

23野田村159

24館郷村1 1 2

25袴田村261

26金鐙村1 8 1

27 長楽 寺村140

2 8 谷 地 乙 森村1,72

29北楢岡村825

30神宮寺村16 6 7

31小測野村582

32上荒井村729

33 鎌川 村246

34西荒井村215

35上宮田村142

36梅沢村161

37 国館 村420

38葛川村1 4 3

39米沢新田 村366

40 野中 村426

41元本堂 村560

42束長野村378

43 国見 村1026

一虐示
1戸］

ノブ－－、

(イゴノ
免除高

割付高

(石）

1 0 7 5 ( 同左）

1107

8 30〃

310'

33
少郷故加伝馬

御免
ワウ
00

7 9 3 （ 同左）

253〃

341

354〃

258〃

155〃

1130

3 54〃

364〃

499〃

612

288〃

156

386〃

54〃

216

355〃

159

412

261

184

140

172

8 25 〃

1666

(2/3)194

〃 243

〃 82

〃 72

多48

154

140

(1/2) 7ワ
ー

183

213

〃280

189

多513

ニーL

2416両I

No, 村 名
※

／_ァ皇、

(ｲコノ

l稲沢村371

2福部羅村25

3赤平村383

4舟ケ沢村69

5高岡（岳）村201

6佐手子村212

7櫛沢村876

8平尾烏村674

9小種村605

10中淀川村768

11下淀川村641

12今泉村332

13心像村i/iS

14小杉Ill村417

15上淀川村465

16町長野村853

17荒川村542

18岩見村722

19三内村807

20船岡村99!

21雲然村513

22半道寺村736

23小勝川村297

24小館村91

25勝楽村23,1

26角館城廻村307

27川原村6()7

2 8 角 館 本 m i 村 5 9

29角館（東）前郷村602

30相川村764

31戸賀沢村232

32下鴬野村502

33上鴬野村642

34下延村203

35八割村220

36田中村204

37長野村1269

38境村198

39大張野村22

1局

(石）
免除高

割付高

(石）

371(同左）

25
少郷故加

伝馬御免
25

381(同左）

69〃

201

212

8 76〃

674〃

605〃

768〃

681

332〃

628〃

417〃

465
内17石加伝馬

御免
(448）

85 3 （ 同 左）

542〃

722〃

807〃

994〃

(1/2)257

イ？1596、凸ﾉ

( 2 / 3 ）99

31

〃 77

*10 3

〃20 3

夫壱人111し馬

ハ割合不致20

(2/3）

(2/3)201

川こし故加伝
764

馬御免

川こし故加伝
232

馬御免

(1/2)25 1

〃321

102

110

(2/3）68

〃423

198

計14641

少郷故加伝

馬・歩夫御免
ワワ
ーー

典拠：表1に同じ

【表l】～【表5】凡例

・史料中の漢数字はアラビア数字に直し、1'|戒者の注記は丸括

弧内あるいは備考欄に記した。

・免除高欄の12，1/3などの比率は筆者が計算した数値である。

．※柵には比較の便のため『秋Ill県の地名」（平凡社、1980)

巻末表により、享保16年(1731)「領分付出羽|ｴ|秋旺|領郷帳」

にみえる石高を示した。

典拠：「御伝馬除屋1駅場方品々亀鑑」（美郷川学友館所蔵）

-91-
（41
、▲ノ



秋田県立博物館研究報告第34号

【表3】六郷の助郷

’

12二本柳村 68

典拠：表lにI"lじ

１

１
Ⅸ
５１

No, 村 名
※

(石）

l 金沢東根村1059

2金沢西根村2465

3金沢新西根村1063

4金沢中野村915
〃

5金沢中野新Ⅲ村109

6飯 詰 村 1 1 90

7六郷東根村1782

8金 沢 本 町 村 70

9六郷川内池村986

〃

10六郷高野村743
〃

11六 郷 本 館 村 7 32

13下堺村1087

14杉目村300

15上堺村1139

16安本村300

17百万苅村302

18黒川村1657

享保17年

１
Ｊ

高
石Ｊ１

免除高
割付高蔵地給地馬歩夫

（石）（石）（石）（疋）（人）
fllll考

1059同左749851826

2465*824574161

1063"919721826
給地962石と

あるが修正

147*614134

109"129123

1490*514852537

1782"18315 993044

123"-- 23

81"-- 1 2

8〃一一00 小高ゆえ御免

68"175 4 1 2

1087(1/3)72527231218遠路御免

300"2003116935"

11 3 9 * 7 6 0 1 4 74613IS*

300*2009510535''

302*2029710535"

1657*11055710481928"

天保12年
古
司

』
１

(石）
免除高

割付高

(石）
備考

1059(I司左）

2465〃正役夫馬に成

1063

914〃正役夫馬に成

147*

1 0 9 〃 正 歩 夫 馬 に て 勤

1490

1782

70〃正歩夫馬にて勤

2 4 5 8 〃
本田

正歩馬にて勤

123*1

81"H

68〃

1087(1/3)725

300*200

1139*760

300〃2()0

302202

1657*1105

19千屋村I11 3

2 ()中野村38 5

21金沢前郷村1657

22金沢寺田村806

23野荒町村218

小計

13180160111579194R288,2

石

他六郷3力村2246石御伝馬141疋

金沢本町村御伝馬高70石40疋

金沢中野村御伝馬高767石30疋

計214疋～③うち六郷駅三力村61疋寛保2年11月免除
六郷3力村歩夫96人（2246石799）

金沢本町村6人（御伝馬高70石442）

金沢中野村10人（御伝馬高767石5

計112人～④

〆惣馬408疋（①＋③)、惣歩夫4()0人（②＋④）

(1/2)722
天保12年犬1曲加洲よ

り六郷加郷へ変更

385〃

(1/2)829"

〃4()3ヶ

228ク

計1万7578石（割付高）

内5999石、天保12年3月大曲加郷へ
;｢存
(ﾉヱ

残り1万1578石六郷駅加郷割高



秋田藩の助郷制度に関する覚書

典拠：表lに同じ

ｊ
約
６１

No, 村名
※

(石）

46八沢木村681

47田村899

48阿気村2225

49-'一日町村570

5()平柳村 I l l

51 坂 井 田 村1066

52宮田村445

53大森村1230

54二井田村413

5 5 猿 田 村 35(）

56松田新田村137

57土崎村865

58本堂城廻村1060

59八日市村117

60椿村518

61柏木田新田村198

62栗沢村249

63小招村85

64藤木村1119

65刈和野村628

66戸地谷村793

67板見内村1138

68 宮 林 新 田 村258

69中田新田村591

70 内 小 友 村 1769

71大曲西根村991

72蛭川村85

73高梨村1761

74戸蒔村327

75新谷地村389

76 長戸 呂村126

77福田村299

78払田村904

79橋本村877

80飯田村603

81小貫高畑村773

82東川村1 9 0

83荻目村1 1 2

84上深井村333

85佐野村414

86堺田村4 1 9

8 7 天 神 堂 村471

8 8畑 屋村 1053

89羽員谷地村401

90松倉村51

元文6年改定

ｊ

高
石Ｉ

免除高
割1稿蔵地給地馬歩夫

(府）（石）（石）（疋）（人）
術考

170石保呂羽山

681"171171023脚寄進、310石

遠路御免

899"4503579377縦石遠路故
570(1/2)285--45285石〃
Ill*5641153155石〃

1066"533053389533石多給分

4 4 5 〃 2 2334222石〃

1230(3/4)308030855922石〃給分

牡3(2/3)139213722鱒.給分
137(1/2)690691168石〃給分

865（同加4482113

1060"27378716

58石〃割付

117(1/2)593561111529石を59-fi
に修｣'三

518''2591324644259府〃

198"9411882299汀〃

219"125012522124石〃給分

85*430431142府〃給分

計IM

2 9 0 2 9 1 8 14010889石伝馬
歩夫御免

惣馬400疋（内川郷の馬256疋）

内50疋ネ1宮寺へ大渡り、屋形様御上下御渡野井

津聯様御上T共、船ﾘ|手伝仕候二付碓II免
惣歩夫40()人（内大Illi村有歩夫50、高|腿l下郷村歩夫191

天保11年

1石1m隙高群備考
口

1両」

683(173)

170石保呂羽山御

寄進、340石遠路

iii免三倍銭取

人馬共直詰

899（L2）（45()）449石遠路御免

2225（ル'3)(1504)721石〃

5701/2(285)284石〃

1ll*(56)55石〃

145*(223)222石〃

12303/4(308)922石〃

137(1/2)(69)68石遠路御免
865（同加

1060

(1/2）560
夫斗直詰、馬倍

之銭

627〃

(1/2)397"

〃569〃

129人馬共二倍之銭

(?)90"

(?)830*

（ル2）496〃

〃43〃

881'

164''

195"

〃63〃

150"

〃452‘

〃439〃

多3()2〃

〃387〃

〃95〃

〃56場

167"

〃2()7〃

210'-

〃236〃

396〃

(1/2201"

51
鴫御免、夫倍之

銭

計11036



秋田県立博物館研究報告第34号

【表4】大曲の助郷

〃3252289
’
川
五

一
『
Ｊ

－
Ｒ
Ｕ

218

－88－

（7）

No.村名
※

(石）

l鎗田村324

2上 野 田 村 2 90

3宝 門 清 水 村 96

4川目村160

5羽見内村108

7岩野町村554

8野中村134

9中野村385

10六郷西根村66 3

11下深井村312

12野荒町村21 8

13高関下郷村1611

11安城寺村59 8

15小荒川村183

16(門目村)258

17根田谷地村6 7

18金沢寺田村806

19川 口 村 1 21

20永代村107

21大神成村278

22太田村473

23黒沢村186

24大坂新田村165

25千屋村1143

26金沢前郷村1657

27白岩広久内村298

28白岩堂口村59

29白岩前郷村3()6

30西明寺村46 9

31門屋村190

32院内村167

33下宮田村84

341_||谷川Ill奇村213

35荒川尻村555

36若松新田村145

37卒田村465

38小山田村690

39熊野林村160

40小神成村12 1

11潟村W)

42上桧木内村335

43下桧木内村800

44大曲村251

45袴形村769

元文6年改定

ｊ

高
石Ｉ

免除高
割付高蔵地給地馬歩夫

(石）（石）（石）（疋）（人）
備考

324（同左）232255

290"1327745

96"09612

160"887223

108010822

315*730855

134*11332
ワ
ム

385*138466

523〃352089

453*245178

34

956"6950 1516

59819939 9910

183*1217133

368*1235666

67''3334I1

806(1/2)403340067
403石遠路故

御免

421*211620533210石〃

107"54
ワ
ヨ 501153石〃

278*1392311622139石参

4 7 3 〃 2 3 7 8 2 2944236石〃

186"930931193石〃給分

165"830831182石〃給分

1443"72217211112721石〃

1657"82958241314828石〃

298"1494510422149石〃

29石〃但力r

59*30151400伝馬歩夫とも

割合不出

306"153678623153石〃

469(2/3)157797823312万〃

4 9 0 * 1 6 4 1 7 2223326石〃

56石〃但加

84''2823500伝馬．歩夫共

二割合不出

243*81701111162石〃

555"1851345133370石〃

145"49361 31142石〃

465*1551421323310石〃

690"230221944460石〃

421(1/2211320833210石〃

遠路故加伝賜

69（同左J76201御免
335"3053006-

800*580213013*

17*-1700
小高故加伝

馬・歩夫御免

769(1/2)385038566蝋石鮮放

天保11年

高馳嬬瀞備考
324（同左）

290

9 6 〃

160

108

315

554〃

134

385〃

523〃

453〃

218

〃

598〃

183

368〃村名記載欠伽||、

石高により確定

67〃

806(1/2(403)403石遠路御免

210石遠路御免、

421"(211)三倍銭取、人馬

共直誌
107"(54)53万〃

278*(139)139石〃

473〃（237）236石〃

186*(93)93石〃

165"(83)82石〃

1443*(722)721石遠路御免

1658*(828>870石〃

148石遠路御免、

298*(150)三倍銭取、人lli
共直詰

153石遠路御免、

306(1/2)(153)三倍銭取、人馬
共直詰

469(2/3)(157)312石〃

490*(164326石〃

167"(54)113石〃

160石遠路i免、
242（2/3）（82） 銭

詰
倍
直

一
二
辻
〈

取、人馬

560''(185)375石〃

145（？）（59）86石〃

4652/3(155)310石〃

690*230)460石〃

160"(54)106石〃

421(1/2)(211)210石〃

69（69）
力l1伝馬御免、夫

斗三倍銭取

335（335）〃

800(800)*

769(1/2)(385)384石遠路御免



秋田藩の助郷lldl度に関する覚書

典拠：岩屋朝徳氏所蔵「平鹿郡枇手加伝馬・歩火荊帳」

’
１

師
８

ｌ
ｉ

So. 村名
※

(石）

56矢神村103

57八柏村598

58小出 村 1 2 1

59浅廻村2997

60上溝村1039

61塚堀 村 1 9 6

計27252195037249石加伝賜・歩夫共御免

内19468此馬358疋（①)、歩夫302人（②）

35此歩夫1人矢神村遠路故加伝馬御免

馬142疋横手町有馬、但御伝馬高1228石9斗4升6合～③

内 84疋四II町．

58疋大川

歩夫97人有夫～④

内59人四II川

38人大町

惣馬合500疋（①＋③）

惣歩夫合100人（②＋④）

、
Ｊ

一
局
一
口

Ｊ
１

免除i断
割 付 高 蔵 地 給 地 馬 歩 夫

（石）（石）（石）（正）（人）
fiiiin

68石遠路故御免遠路故加
103351340

伝馬御免

598（|司左)45553119

124(1/3)83--2141石遠路故御免

2997(1/2)149983966028231498石脇手伝馬所・遠路御免

1039(2/3)3473131665692石遠路故御免

1 9600
当清水御掃除仕候付先年よ

り加伝l13．歩夫共御免
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【表51横手の助郷享保17年

｜
、
ノ

師
９

｜
／
、

No, 村 名
※

(石）

l大屋寺内村420

2大屋新川村418

3大沢村333

4士測・平沢・筏・南
1郷・三又・黒沢・大1131

II松川・丹波村

1 2婦気大堤 村296

13赤坂村620

11安Ill村317

15新藤柳H村582

16赤川村148

1 7静mi村278

18下樋'三I村694

19 上 吉 | Ⅱ 村1093

20三本柳村482

21上樋口村 657

22杉沢村、684

23七II市 村230

24猪|側村449

25深1M内 村 2 8 8

26八幡村 682

27椎手前郷村649

28‐上八丁 村 4 0 1

29側根村 394

30Iﾘj水野村 169

31見入野新Ill村13

32三原新|Ⅱ村 157

33桁水PI)新川村289

34下八丁村573

35下吉川村485

36桜森村 254

37大塚村 475

38砂子田村211

39外I－I村454

40束石塚村 102

1 1谷地新ⅡI 村613

42西石塚村282

43「'1吉Ill村841

44南形村 275

4 5客殿刺谷地村183

46‐|､.川原村192

47今宿村 629

48薄井村1 179

49束里村 760

50沼館村1 002

51道地村:;:;n

52深井村．415

53州'l木 村 3 7 3

54造山村 202

55凹野村 324

、
Ｊ

高
石

免除高
割付高蔵地給地馬歩夫

（石）（石）（石）（疋）（人）
備考

363（同左）7029376

418*841086

333〃3829565

633石横手御城廻り土手草刈

113249934915098人足出、小松川村御番所
出候故加伝馬歩夫共御免

Ⅱ言
j,､リ

296（同左.)162806，5

620*1414791110

317〃2828965

5 8 2 *38544119

148*014832高48石とあるが修正

278"1 1 2 6 7 5 4

694"176771311

1093*2910642017

482〃347997

6 5 7 276301210

539"7 81 61 10 8

230522544

449*3041987

288〃2526355

682*66761311

6 4 9 *584911210

401*140076

394〃239276

16995400
160石横手給人手作高故加伝

馬・歩夫共二割合不出

51(I司左351611

157*1913832

289〃528454

573* 1 5 7 2 1 1 9

485〃2546098

254(1/2)17001703384石遠路故御免

475(1/3)3174327465158石遠路故御免

241*16101613380石遠路故御免

454（同左)11334187

102(1/3)680681134石遠路故御免

613*409-86204石遠路故御免

282"18 8 0 1 8 8 4 3 9 4 石 遠 路 故 御 免

841*56116545109280石遠路故御免

275*18401843391石遠路故御免

183(I司左)1616733

192(1/3)128012822
64石遠路故御免尚92石と

あるが192に修正

629(1/2)315-65脇手伝所314石遠路故御免

1479(1/3)98619851815493石遠路故御免

760〃50798253石遠路故御免

1002(2/ 3) 33 41 30 20 46 5
脇手伝所668石遠路故御免

割付高1134石とあるが修iK

｢右ハ六郷伊賀守様・岩城il'llﾉ1

3300033000守様御通之節、大沢村詰1HI勤候

二付加伝馬・歩夫共御免」

415(同左)940600同断

373〃00同断

202"319900同断

4〃42282（）0同断



秋Ill群の助郷制度に関する覚書

と
あ
り
、
ま
っ
た
く
同
じ
体
裁
で
あ
る
。
大
曲
分
も
同
様
で
あ
る
。

そ
し
て
、
右
の
表
紙
に
つ
づ
い
て
、
次
の
よ
う
な
箇
条
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
横

手
分
の
も
の
を
掲
げ
る
。

（
Ａ
）
江
戸
御
上
下
井
御
渡
野
御
供
中
卯
時
被
貸
世
候
御
定
之
覚

一
、
高
千
石
よ
り
上
者
弐
人
、
外
二
下
宿
之
数
次
第
壱
宿
二
壱
人
宛
相
渡
可
巾
候

二
）
享
保
一
七
年
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」

秋
田
藩
の
助
郷
の
初
発
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
本
節
で
み
る
史
料
に
よ
れ

ば
、
そ
の
制
度
的
な
確
立
は
享
保
期
を
画
期
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。

享
保
一
七
年
二
七
三
二
）
、
秋
田
藩
領
を
南
北
に
貫
く
羽
州
街
道
の
う
ち
城

下
町
久
保
田
以
南
の
二
駅
に
、
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
と
題
す
る
助
郷
の
基

礎
台
帳
が
交
付
さ
れ
た
。
筆
者
が
実
見
し
た
の
は
、
そ
の
う
ち
六
郷
・
大
曲
・
横

手
の
も
の
で
あ
る
（
６
）
。
ほ
か
に
久
保
田
・
戸
島
・
境
・
刈
和
野
・
神
宮
寺
・
湯

沢
・
院
内
・
花
館
な
い
し
金
沢
の
各
宿
駅
に
交
付
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
今

の
と
こ
ろ
実
物
を
見
い
だ
せ
な
い
。

そ
の
体
裁
は
、
ま
ず
表
紙
に
次
（

こ
れ
は
六
郷
分
の
表
紙
で
あ
る
。
同
様
に
横
手
分
に
つ
い
て
は
、

享
保
十
七
年
久
保
田
よ
り
院
内
迄
本
道
拾
壱
冊
之
内

平
鹿
郡
横
手
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳

子
二
月
御
検
地
役

享
保
十
七
年
久
保
田
よ
り
院
内
迄
本
道
拾
壱
冊
之
内

仙
北
郡
六
郷
三
ヶ
村
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳

子
二
月
御
検
地
役

三
享
保
期
に
お
け
る
助
郷
制
度
の
整
備

ま
ず
表
紙
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

宍
し，

…

（
Ｂ
）
一
、
高
三
百
六
拾
三
石
大
屋
寺
内
村

一一一 一

、
右
割
付
之
加
伝
賜
・
歩
夫
不
足
有
之
時
者
、
御
伝
馬
所
江
近
キ
在
所
、
又
者

村
々
之
判
付
二
応
、
判
加
為
川
可
叩
候

附
、
万
一
右
之
馬
・
歩
夫
多
候
節
者
、
割
付
二
応
遠
方
之
村
々
二
而
残
可
申
事

、
屋
形
様
御
上
下
・
御
渡
野
井
津
軽
土
佐
守
様
御
上
下
之
節
、
加
伝
馬
帳
二
記
置

候
御
伝
馬
所
二
有
人
馬
無
残
引
渡
、
壱
人
壱
疋
も
人
馬
無
之
候
ハ
、
村
々
寄
郷
之

加
人
馬
可
被
相
渡
候
、
加
伝
馬
所
之
有
人
馬
之
内
病
人
・
病
馬
等
有
之
段
、
郷
人

申
候
共
、
雇
候
而
も
御
定
之
人
馬
出
シ
申
筈
二
候
間
、
壱
人
壱
疋
も
不
足
不
仕
候

様
二
可
申
付
候
、
其
所
之
有
人
馬
無
残
払
、
寄
郷
之
加
人
馬
被
相
渡
候
ハ
、
寄
郷

之
内
二
も
御
伝
馬
二
者
御
蔵
郷
之
加
人
馬
被
相
渡
、
駄
賃
二
者
給
郷
之
加
人
馬
可

被
相
渡
候

、
御
登
之
節
・
御
渡
野
御
供
中
、
院
内
よ
り
罷
帰
之
節
と
も
、
右
加
伝
馬
之
内
二

而
可
被
机
渡
候
、
以
上

千
石
よ
り
下
御
扶
持
方
取
二
至
迄
、
壱
人
宿
二
壱
人
宛
之
事

同
宿
弐
人
二
而
卯
時
壱
人
、
同
宿
三
人
よ
り
上
者
弐
人
宛
之
事

御
走
・
御
鷹
匠
壱
宿
二
卯
時
壱
人
宛
、
外
二
笠
持
壱
人
渡
可
叩
事

御
茶
屋
之
者
二
も
右
同
断
、
外
二
御
道
具
運
等
小
遣
夫
壱
人
被
貸
置
候
事

御
足
軽
・
御
小
人
壱
宿
二
壱
人
宛
相
渡
可
申
事

御
鷹
犬
弐
疋
二
卯
時
壱
人
宛
之
事

薪
被
渡
候
定

納
釜
木
壱
釜
割
木
二
し
て
三
百
五
拾
四
束
、
但
壱
尺
結
縄
二
而

壱
人
二
付
右
結
純
二
而
弐
束
宛
之
事

二
六
九
川
｝

右
者
元
禄
七
成
年
御
割
直
帳
二
、
酉
年
よ
り
御
勘
定
所
定
之
由
有
之
候

内
弐
百
九
拾
三
石
給
分

此
馬
七
疋
歩
夫
六
人

（
中
略
助
郷
の
書
き
上
げ
Ⅱ
｛
表
５
｝
参
照
）

内
七
拾
石
御
蔵
分

－85－

（10）
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（
Ｄ
）
覚

一
、
御
上
下
之
節
、
駅
場
江
加
郷
之
人
馬
相
詰
候
儀
、
其
所
之
勝
手
二
寄
、
代
銭
二

而
相
勤
度
村
者
駅
場
江
相
対
す
へ
し
、
然
者
駅
場
勤
者
伝
馬
之
外
加
郷
之
人
馬
迄

令
才
覚
間
、
其
所
之
定
賃
銭
一
倍
を
以
相
頼
へ
し
、
尤
伝
馬
奉
行
・
支
配
御
目
附

各
部
分
の
内
容
を
概
括
す
れ
ば
、
（
Ａ
）
は
秋
田
藩
主
の
参
勤
・
膳
狩
に
さ
い

ほ
う
じ

し
て
宿
所
で
供
の
者
へ
貸
す
卯
時
と
よ
ば
れ
る
雑
役
夫
や
薪
の
支
給
に
関
す
る
定

め
で
あ
り
、
（
Ｂ
）
《
は
助
郷
の
リ
ス
ト
、
（
Ｃ
）
は
助
郷
課
役
の
実
施
要
領
、
（
Ｄ
）

は
助
郷
・
宿
駅
間
の
負
担
に
関
す
る
定
め
、
（
Ｅ
）
は
助
郷
が
人
馬
を
代
銭
納
す

（
Ｅ
）
覚

御
伝
馬
渡
役

一
、
江
戸
御
上
下
之
節
井
津
軽
殿
御
上
下
之
節
、
伝
馬
渡
役
所
江
支
配
御
目
附
近
年

被
差
出
候
所
、
其
場
所
江
被
指
出
候
儀
、
向
後
被
相
止
、
不
時
二
所
々
江
被
相
廻

候
間
、
入
用
之
人
馬
集
候
儀
、
其
節
之
趣
次
第
余
分
無
之
様
二
相
触
、
兼
而
仰
渡

候
駅
場
江
相
対
を
以
頼
候
人
馬
之
賃
銭
、
前
度
定
置
候
通
り
配
分
之
致
方
見
届
、

肝
煎
・
長
百
姓
加
判
を
取
り
、
於
吟
味
役
所
ニ
引
合
之
節
可
指
出
候
、
以
上

享
保
弐
十
年

卯
八
月

一
、
御
用
歩
伝
馬
大
方
之
員
数
書
付
、
伝
馬
奉
行
江
相
渡
候
間
、
右
書
付
二
準
シ
指

考
、
伝
馬
奉
行
・
支
配
御
目
附
加
郷
可
申
渡
、
若
御
用
残
り
人
馬
多
き
か
、
又
ハ

前
後
之
駅
場
二
不
応
、
入
方
過
分
二
候
ハ
、
、
追
而
子
細
可
及
吟
味
候
間
、
駅
場

村
々
と
も
二
都
而
過
割
付
無
之
様
二
可
相
心
得
候

一
、
賃
夫
・
賃
馬
之
代
銭
者
、
駅
場
二
而
加
郷
之
人
馬
相
頼
、
且
勤
方
辛
労
も
有
之

二
付
、
其
所
江
被
下
候
之
間
、
伝
馬
奉
行
・
支
配
御
目
附
相
勤
ル
役
所
江
集
置
、

右
両
役
員
数
見
届
候
上
、
駅
場
江
可
相
渡
候

右
之
通
り
可
被
相
心
得
候
、
以
上

（
掌
保
一
派
年
｝

戊
九
月

令
才
覚
間
、
其
所
之
定
賃
銭
一

相
勤
ル
於
役
所
代
銭
請
取
へ
し

と
あ
る
。
元
文
五
年
の
役
馬
数
免
除
を
翌
年
以
降
適
用
す
る
と
し
て
「
加
伝
馬
帳
」

を
発
給
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
大
曲
の
助
郷
リ
ス
ト
は
元
文
六
年
の
修
正
版
と

（
二
）
史
料
の
成
立
年
代
に
つ
い
て

内
容
の
検
討
に
入
る
前
に
、
前
掲
史
料
中
、
複
数
の
年
紀
が
み
ら
れ
る
の
で
、

史
料
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
表
紙
記
載
の
年
代
は
、
現
存

す
る
も
の
は
す
べ
て
享
保
一
七
年
で
あ
る
。
表
題
か
ら
み
て
こ
の
史
料
の
中
核
部

分
は
（
Ｂ
）
の
助
郷
リ
ス
ト
と
そ
れ
に
付
随
す
る
（
Ｃ
）
の
課
役
実
施
要
領
で
あ

る
か
ら
、
（
Ｂ
）
～
（
Ｃ
）
は
享
保
一
七
年
時
点
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

（
Ａ
）
は
元
禄
六
年
二
六
九
三
）
に
勘
定
所
が
定
め
た
と
あ
る
。
（
Ｄ
）
は
戎
九

月
と
あ
る
が
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
の
享
保
一
五
年
二
月
の
法
令
が
、
秋
田
藩
の
宿

駅
関
係
法
令
集
で
あ
る
「
駅
場
・
渡
場
写
」
（
７
）
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
同
年
は

戊
年
で
あ
る
。
よ
っ
て
（
Ｄ
）
は
享
保
一
五
年
の
法
令
を
改
め
て
収
め
た
の
で
あ

ろ
う
。ま

た
、
後
代
追
加
の
箇
条
と
し
て
享
保
二
○
年
の
（
Ｅ
）
が
あ
る
。
ほ
か
に
も

部
分
的
な
後
代
の
注
記
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
大
曲
分
で
は
（
Ｂ
）
の
助
郷
書

き
上
げ
の
あ
と
に
、
元
文
六
年
。
（
一
七
四
二
の
注
記
が
付
け
足
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

る
さ
い
の
賃
銭
支
払
方
法
の
定
め
で
あ
る
。
本
史
料
は
各
宿
駅
に
交
付
さ
れ
た
も

の
と
み
ら
れ
る
が
、
内
容
や
敬
意
表
現
か
ら
み
る
と
、
も
と
は
郡
方
な
ど
藩
の
役

人
へ
下
達
さ
れ
た
規
程
で
あ
っ
た
も
の
を
集
成
し
、
宿
駅
に
交
付
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

右
者
元
文
五
年
之
秋
、
廻
御
検
使
丹
内
藤
右
衛
門
様
・
高
久
喜
左
衛
門
様
・
宮
沢
与

一
郎
様
御
出
被
給
候
而
、
依
御
吟
味
二
御
伝
馬
六
拾
三
疋
之
内
、
三
拾
疋
御
免
被
下
、

同
六
酉
年
よ
り
御
上
下
・
津
軽
様
と
も
二
右
之
通
御
免
被
成
二
付
、
則
加
伝
馬
帳
御

出
し
被
成
下
候
、
以
上

元
文
六
酉
三
月

－84－
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秋田藩の助郷制度に関する覚書

（
三
）
人
馬
の
用
途

以
下
、
（
Ａ
）
か
ら
（
Ｅ
）
ま
で
の
内
容
を
み
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
助
郷
か
ら
集
め
た
人
馬
は
ど
の
よ
う
な
用
途
に
供
さ
れ
た
の
か
。
行
列

通
行
時
の
荷
役
に
供
さ
れ
た
の
は
当
然
と
し
て
、
（
Ａ
）
は
そ
れ
と
は
異
質
な
負

担
で
あ
る
。
（
Ａ
）
は
参
勤
交
代
・
麿
狩
の
供
連
に
貸
す
卯
時
に
つ
い
て
定
め
て

い
る
。
知
行
高
や
同
宿
の
人
数
な
ど
に
応
じ
て
卯
時
を
貸
し
与
え
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
条
項
は
文
言
か
ら
み
て
藩
士
に
触
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
参
考
と
し
て
駅
場

に
写
し
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

宿
継
人
足
で
は
な
い
卯
時
の
規
定
が
、
こ
の
助
郷
台
帳
に
収
載
さ
れ
た
の
は
な

ぜ
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
を
助
郷
・
宿
駅
が
負
担
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
第
四
節
で

み
る
天
保
期
の
助
郷
課
役
に
お
い
て
も
、
「
宿
々
卯
時
」
を
助
郷
・
宿
駅
が
負
担

し
て
い
る
。
そ
れ
は
止
宿
以
外
の
宿
駅
で
も
使
役
さ
れ
る
。
掃
除
人
足
な
ど
と
は

別
個
の
も
の
で
あ
る
。
（
Ａ
）
で
も
笠
持
ち
や
道
具
運
び
は
卯
時
と
は
異
な
る
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
み
て
、
卯
時
と
は
、
休
息
・
宿
泊
時
の
宿
で

身
辺
の
雑
務
に
使
役
さ
れ
る
雑
役
夫
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
「
広
辞
苑
一

（
第
五
版
）
で
は
「
庖
仕
」
の
表
記
で
「
台
所
で
水
汲
み
・
飯
炊
き
な
ど
に
使
わ

れ
る
男
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
（
Ａ
）
で
は
薪
の
支
給
な
ど
を
定
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
宿
継
人
足
、
雑
役
夫
の
ほ
か
に
、
通
行
当
日
以
外
の
役
務
も
あ
っ

み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
六
郷
の
も
の
は
（
Ｂ
）
助
郷
リ
ス
ト
末
尾
の
集
計
に
、
寛

保
二
年
二
七
四
二
）
、
六
郷
の
役
馬
一
四
一
疋
の
う
ち
六
一
匹
が
免
除
さ
れ
た

旨
の
注
記
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
免
除
数
は
（
Ｂ
）
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
か

ら
、
逆
に
助
郷
リ
ス
ト
自
体
は
享
保
一
七
年
段
階
の
数
値
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
享
保
一
七
年
の
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
は
、
従
前
の
令
達

を
も
収
録
し
て
成
立
し
、
さ
ら
に
寛
保
二
年
こ
ろ
ま
で
増
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
後
年
の
加
筆
が
な
さ
れ
た
の
は
、
本
節
第
七
項
で
み
る
ご
と
く
本
史

料
が
後
代
ま
で
参
照
さ
る
べ
き
基
本
台
帳
と
さ
れ
た
た
め
、
表
紙
な
ど
原
型
を
残

し
た
ま
ま
増
補
・
修
正
を
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
四
）
助
郷
課
役
の
適
用
対
象

助
郷
人
馬
は
ど
の
よ
う
な
通
行
を
対
象
に
徴
発
さ
れ
た
か
。
（
Ｃ
）
～
（
Ｅ
）

の
箇
条
を
み
る
と
、
①
秋
田
藩
主
の
参
勤
交
代
、
②
同
じ
く
鷹
狩
、
③
弘
前
藩
の

参
勤
交
代
が
お
も
な
対
象
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
機
会
が
あ
っ
た
か
と

い
え
ば
、
「
品
々
亀
鑑
」
所
収
の
年
不
詳
の
記
事
で
、
助
郷
課
役
の
実
施
例
と
し

た
。
す
な
わ
ち
（
Ｃ
）
第
三
条
に
よ
れ
ば
、
藩
境
直
前
の
宿
駅
で
あ
る
院
内
ま
で

供
を
し
た
者
が
、
久
保
田
に
帰
る
と
き
の
人
馬
も
、
助
郷
へ
の
割
付
に
加
え
ら
れ

た
。
こ
れ
は
参
勤
交
代
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
関
連
用
務
と
し
て
負
担
さ

せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
節
で
み
る
天
保
期
の
助
郷
課
役
に
お
い
て
も
、
当
日
前
後

の
荷
物
の
通
行
が
、
助
郷
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
参
勤
等
に
関

係
し
な
い
平
時
の
通
行
は
、
助
郷
の
負
担
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

と
列
挙
し
た
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
実
施
例
の
全
て
で
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
こ
の

よ
う
に
列
挙
す
る
こ
と
自
体
、
実
施
対
象
が
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。亀

田
藩
主
の
参
勤
交
代
に
あ
た
っ
て
は
例
年
助
郷
課
役
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ

の
つ
ど
藩
の
許
可
を
要
し
た
ら
し
く
、
そ
の
さ
い
は
宿
駅
常
備
の
人
馬
で
は
ま
か

な
え
な
い
と
い
う
理
由
付
け
が
必
要
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
金
沢
駅
で
は
、
文

政
三
年
二
八
二
○
）
三
月
、
亀
田
藩
主
が
参
勤
の
た
め
金
沢
を
通
行
す
る
と
き
、

「
当
駅
人
馬
右
之
通
御
座
候
得
は
、
不
足
之
分
是
迄
加
郷
被
仰
付
」
と
、
同
駅
の

人
馬
だ
け
で
は
不
足
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
「
是
迄
之
通
加
郷
割
合
被
仰
付
被

下
置
」
と
助
郷
へ
の
割
付
の
許
可
を
願
い
出
て
い
る
§
〉
。
こ
の
論
理
か
ら
す
れ

ば
、
宿
駅
常
備
の
役
人
馬
で
ま
か
な
え
る
の
な
ら
ば
、
助
郷
課
役
は
許
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

て
、

文
化
友
千
代
様
義
和
公
御
二
男
江
戸
御
登
之
節
加
郷
割
致
候

天
保
忠
姫
様
義
厚
公
御
子
江
戸
御
登
之
節
同
断

文
化
遊
行
上
人
御
巡
行
之
節
同
断

－83－
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以
上
か
ら
、
助
郷
課
役
の
適
用
対
象
は
、
通
例
は
秋
田
藩
の
参
勤
交
代
・
麿
狩

と
弘
前
藩
の
参
勤
交
代
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
宿
駅
の
役
人
馬
の
み
で
は
対
応
で
き

な
い
大
規
模
な
通
行
が
あ
れ
ば
、
宿
駅
か
ら
伺
い
の
う
え
実
施
が
許
可
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
。

（
五
）
助
郷
課
役
の
手
順

（
Ｃ
）
第
二
条
に
よ
れ
ば
、
行
列
通
行
時
に
は
、
ま
ず
伝
馬
所
の
役
人
馬
を
す

べ
て
充
当
し
、
そ
れ
で
足
り
な
け
れ
ば
助
郷
（
こ
こ
で
は
寄
郷
と
い
っ
て
い
る
）

の
加
人
馬
を
供
す
る
。
そ
の
さ
い
、
「
御
伝
馬
」
に
は
蔵
入
地
の
人
馬
を
あ
て
、

「
駄
賃
」
に
は
給
地
の
人
馬
を
あ
て
る
と
し
て
い
る
。

（
Ｄ
）
第
二
条
に
よ
る
と
、
必
要
な
人
馬
の
お
よ
そ
の
数
が
、
あ
ら
か
じ
め
藩

の
伝
馬
奉
行
に
達
せ
ら
れ
る
。
そ
の
書
付
に
従
っ
て
宿
駅
が
割
付
案
を
作
成
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
助
郷
へ
の
申
し
渡
し
は
伝
馬
奉
行
・
支
配
目
付
が
お
こ
な
う
。
な

お
、
伝
馬
奉
行
は
（
Ｅ
）
の
伝
馬
渡
役
と
同
一
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
第
四
節

第
四
項
で
指
摘
す
る
ご
と
く
、
久
保
田
か
ら
各
駅
に
派
遣
さ
れ
た
藩
の
役
人
で
あ

（
Ｄ
）
第
一
条
に
よ
る
と
、
助
郷
は
人
馬
を
代
銭
で
宿
駅
に
納
め
る
こ
と
も
で

き
る
。
そ
の
さ
い
は
賃
銭
の
二
倍
を
払
う
。
支
払
時
は
「
伝
馬
奉
行
ら
の
詰
め
所

で
代
銭
を
受
け
取
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
藩
の
役
人
立
会
の
も
と
で
助
郷
か
ら
宿

駅
が
代
銭
を
受
け
取
る
。

（
Ｄ
）
第
三
条
に
よ
れ
ば
、
宿
駅
側
の
辛
労
に
鑑
み
て
、
賃
夫
・
賃
馬
の
代
銭

は
、
藩
が
宿
駅
に
与
え
る
と
い
う
。
そ
れ
は
伝
馬
奉
行
・
支
配
目
付
の
詰
め
所
に

集
め
て
お
き
、
両
役
人
が
数
量
を
見
届
け
た
う
え
で
支
払
う
。

助
郷
が
人
馬
を
代
銭
納
し
た
ば
あ
い
、
（
Ｅ
）
に
よ
れ
ば
、
賃
銭
の
配
分
を
藩

の
役
人
が
見
届
け
、
肝
煎
・
長
百
姓
の
加
判
と
照
合
す
る
。
そ
の
理
由
は
書
か
れ

て
い
な
い
が
、
宿
駅
が
必
要
以
上
に
人
馬
代
銭
を
集
め
て
お
い
て
実
は
人
馬
を
雇

わ
な
い
な
ど
、
不
正
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
Ｃ
）
～
（
Ｅ
）
の
箇
条
を
通
覧
す
る
と
、
助
郷
・
宿
駅
間
に
お
け
る
負
担
・

支
給
の
明
確
化
が
全
体
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
人
馬
数
を
抑
え
た
い
助
郷
と
、

プ‘

C
O

（
六
）
享
保
四
年
綴
子
村
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」

こ
の
よ
う
に
、
享
保
一
七
年
に
藩
領
南
部
の
羽
州
街
道
の
宿
駅
へ
交
付
さ
れ
た

「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
は
、
助
郷
課
役
の
適
用
対
象
や
、
助
郷
・
宿
駅
相
互
の

負
担
の
あ
り
方
な
ど
を
定
め
、
助
郷
の
一
覧
も
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
助
郷
の

基
本
台
帳
と
よ
び
う
る
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
の
も
の
が
、
享
保
四
年
、
綴
子
駅
に
交
付
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
綴
子
駅
は
藩
領
北
部
の
羽
州
街
道
の
宿
駅
で
あ
る
。
内
容
は
重
複
す
る
が
、

比
較
の
便
の
た
め
こ
こ
に
掲
げ
る
（
９
）
。

十
分
な
人
馬
数
を
確
保
し
た
い
宿
駅
と
の
利
害
対
立
が
う
か
が
わ
れ
る
。

B

へ

A

川
尻
清
左
衛
門

享
保
四
年
村
上
三
郎
兵
術

秋
田
郡
綴
子
村
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳

亥
三
月
十
五
日
八
代
角
助

（
中
略
綴
子
村
の
助
郷
リ
ス
ト
）

比
内
筋
御
波
野
御
供
中
卯
時
被
貸
置
候
御
定
覚

、
高
千
石
ヨ
リ
上
ハ
弐
人
、
外
二
下
宿
之
数
次
第
壱
宿
二
壱
人
宛
相
渡
可
申
候
、

千
石
よ
り
下
御
扶
持
方
三
主
迄
、
壱
人
宿
ニ
ハ
壱
人
宛
之
事

、
同
宿
弐
人
二
而
卯
時
壱
人
、
同
宿
三
人
よ
り
上
ハ
弐
人
宛
之
事

、
御
走
・
御
聯
匠
壱
宿
二
壱
人
宛
、
外
二
笠
持
壱
人
宛
渡
可
申
事

、
御
茶
屋
之
者
二
も
右
同
断
、
外
二
御
道
具
造
小
遣
夫
壱
人
宛
貸
置
候
事

、
御
足
軽
・
御
小
人
壱
宿
壱
人
宛
相
渡
可
申
事

、
御
隠
犬
弐
疋
二
卯
時
壱
人
宛
相
渡
可
申
事

八
代
角
助

佐
藤
半
兵
術

－82－
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（
七
）
享
保
期
秋
田
藩
の
助
郷
編
成

以
上
の
諸
史
料
か
ら
、
享
保
期
に
い
た
る
秋
田
藩
の
助
郷
制
度
の
確
立
過
程
を
、

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

第
一
節
で
み
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
に
は
す
で
に
助
郷
の
指
定
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
。
享
保
期
に
は
段
階
的
に
課
役
の
実
施
要
領
が
整
備
さ
れ
、
助
郷
・
宿
駅

間
の
負
担
の
あ
り
方
が
明
文
化
さ
れ
、
基
本
台
帳
と
し
て
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」

が
各
駅
に
交
付
さ
れ
た
。
そ
れ
は
管
見
の
限
り
、
享
保
川
年
に
綴
子
駅
に
交
付
さ

右
の
引
用
文
を
享
保
一
七
年
の
も
の
と
比
較
す
る
と
、
享
保
一
五
年
・
二
○
年

の
規
程
で
あ
る
（
Ｄ
）
（
Ｅ
）
は
、
当
然
な
が
ら
こ
こ
に
は
み
え
な
い
。
ま
た
綴

子
駅
は
秋
川
滞
主
の
参
勤
で
は
利
用
し
な
い
か
ら
、
（
Ｃ
）
の
第
三
条
な
ど
そ
の

関
連
規
程
が
省
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
は
、
細
か
な
字
句
等
の
異
同
を
の
ぞ
け

ば
同
内
容
で
あ
る
。

へ

A
ー

（
《
」
）

一
、
屋
形
様
御
渡
野
井
津
軽
土
佐
守
様
御
上
下
之
節
、
加
伝
馬
帳
二
記
慨
御
伝
馬
所

有
人
馬
雌
残
引
渡
、
壱
人
壱
疋
も
人
馬
無
之
候
ハ
、
村
々
寄
郷
之
加
伝
馬
叩
相
渡

候
、
加
伝
馬
所
之
有
人
馬
之
内
病
人
・
病
馬
等
有
之
川
、
郷
人
叩
と
も
、
雁
候
而

も
御
定
之
有
人
馬
出
申
筈
二
候
間
、
壱
人
壱
疋
も
不
足
不
仕
候
様
二
可
叩
付
候
、

其
所
之
有
人
有
馬
渡
払
、
寄
郷
之
加
人
馬
被
相
渡
候
ハ
、
寄
郷
之
内
二
も
御
伝
馬

所
二
者
御
蔵
郷
之
加
伝
馬
可
被
相
渡
、
駄
賃
ニ
ハ
給
郷
之
加
人
馬
可
相
渡
候

一
、
右
割
付
之
加
伝
馬
・
歩
夫
不
足
有
之
時
ハ
、
御
伝
馬
所
江
近
キ
所
、
右
村
之
割

付
二
応
シ
割
加
為
出
可
申
候
、
附
、
万
一
馬
・
歩
夫
多
候
節
割
付
二
応
シ
遠
方
之

村
々
二
而
残
り
可
申
事

一
、
納
奄
木
壱
釜
割
木
二
し
て
三
百
五
拾
四
束
、
但
し
壱
尺
結
純
二
而

一
、
壱
人
二
付
壱
尺
結
細
二
而
弐
束
宛
之
事

一
、
馬
壱
疋
二
付
右
同
結
縄
二
而
四
束
宛
之
事

右
之
通
元
禄
七
年
戊
之
年
御
割
直
シ
帳
、
酉
ノ
年
よ
り
御
勘
定
場
定
之
由
有
之
候

れ
、
同
一
七
年
に
久
保
田
以
南
の
二
駅
に
一
斉
に
交
付
さ
れ
た
。

こ
の
享
保
期
の
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
は
、
後
代
ま
で
助
郷
課
役
の
基
準
と

さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
天
明
年
間
に
藩
は
、
久
保
Ⅲ
城
の
火
災
に
よ
り
諸
書
類
を

焼
失
し
た
こ
と
か
ら
、
各
駅
が
保
存
す
る
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
を
提
川
さ
せ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
羽
州
街
道
の
北
部
に
位
置
す
る
荷
上
場
村
が
藩
に
提
出
し

た
「
津
軽
越
中
守
様
御
登
之
時
加
伝
馬
・
歩
夫
共
割
付
帳
」
（
叩
）
は
、
安
永
六
～

七
年
二
七
七
七
～
八
）
の
弘
前
藩
通
行
に
さ
い
す
る
助
郷
課
役
の
人
馬
総
数
や

各
助
郷
の
石
高
・
負
担
人
馬
数
を
記
し
た
も
の
で
、
天
明
二
年
二
七
八
二
）
五

月
、
荷
上
場
村
胆
煎
・
長
百
姓
の
連
名
で
藩
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
末
尾
に
、
肝

煎
は
次
の
よ
う
に
注
記
し
て
い
る
。

享
保
年
中
に
「
御
定
法
加
伝
馬
帳
」
が
藩
か
ら
伝
馬
所
一
山
ヵ
所
に
渡
さ
れ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
天
明
年
間
に
至
る
ま
で
、
藩
当
局
が
準
拠

す
べ
き
も
の
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
は
、
久
保
出
城
焼
失
（
安
永
七
年
）
に
と
も

な
い
写
し
を
徴
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

い
ま
ひ
と
つ
例
を
あ
げ
る
と
、
享
保
の
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
で
は
、
宿
駅

が
常
備
す
る
役
人
馬
数
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
幕
末
に
い
た
る
ま
で
基
準
の

数
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
金
沢
両
駅
が
元
治
二
年
二
八
六
五
）
に
役
人
馬

の
半
減
を
願
い
出
た
願
書
に
、
「
金
沢
両
駅
之
儀
、
享
保
度
被
仰
渡
通
り
、
両
御

上
下
之
節
役
馬
七
拾
三
疋
・
夫
十
六
人
シ
、
六
郷
駅
へ
詰
夫
馬
致
居
候
へ
共
、
一

享
保
年
中
御
伝
馬
所
十
四
ヶ
所
へ
御
定
法
加
伝
馬
帳
二
而
被
渡
世
候
所
、
右
帳
面
宝

暦
年
中
大
洪
水
之
節
流
失
致
、
当
所
ニ
ハ
右
帳
曲
無
是
、
（
巾
略
）
然
者
此
度
御
公

儀
様
二
而
御
城
御
焼
失
之
節
、
右
村
々
へ
被
渡
置
候
加
伝
馬
帳
同
様
焼
失
二
付
、

村
々
へ
被
渡
置
候
帳
而
書
写
指
上
候
様
二
と
被
仰
渡
候
へ
共
、
当
村
ニ
ハ
流
失
仕
候

故
、
津
軽
様
御
通
之
節
相
勤
候
割
付
帳
天
明
二
年
寅
五
月
七
日
二
久
保
田
へ
為
相
登
、

右
之
次
第
申
上
候
所
御
聞
済
被
成
置
候
、
依
而
此
帳
面
之
通
当
所
二
而
ハ
相
勤
申
筈
、

依
叩
控
如
斯
二
候
、
此
雌
Ⅲ
向
々
へ
伝
悩
、
年
々
御
触
高
二
応
じ
川
郷
へ
剖
付
州
勤

叩
申
峡
、
以
上

-81-
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体
諸
色
高
直
之
為
か
馬
不
足
（
中
略
）
、
外
駅
々
連
も
享
保
御
定
之
内
御
免
し
拝

領
勤
居
候
由
」
と
あ
る
、
）
。
ほ
か
の
宿
駅
に
お
い
て
も
、
享
保
度
公
定
の
役
人

馬
数
を
基
準
に
、
免
除
を
願
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
の
交
付
は
、
享
保
度
を
最
初
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と

も
以
前
に
も
交
付
さ
れ
た
も
の
か
明
白
で
は
な
い
。
し
か
し
、
後
代
の
史
料
で
享

保
度
の
そ
れ
が
基
準
と
さ
れ
、
ま
た
同
時
期
に
関
連
規
程
が
段
階
的
に
追
加
・
整

備
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
の
期
に
画
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
れ
ま
で
の
制
度
を
基
礎
と
し
て
、
享
保
期
に
助
郷
制
度
の
再
編
が
お
こ
な
わ
れ

た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
秋
田
藩
に
お
け
る
助
郷
の
開
始
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、

幕
末
ま
で
準
拠
さ
れ
た
助
郷
制
度
は
享
保
期
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
元

禄
・
享
保
期
と
い
え
ば
幕
府
の
助
郷
制
度
が
確
立
し
た
時
期
で
も
あ
る
が
、
秋
田

藩
で
も
ほ
ぼ
同
時
期
に
画
期
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
天
保
の
加
郷
割

さ
き
に
、
助
郷
人
馬
の
用
途
が
参
勤
な
ど
の
宿
継
人
馬
や
雑
役
夫
で
あ
っ
た
こ

と
を
享
保
期
の
史
料
に
よ
り
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
は
、
よ
り
詳
細
な
用
途
、
数
量

な
ど
に
つ
い
て
、
天
保
期
の
史
料
に
よ
り
検
討
す
る
。

「
品
々
亀
鑑
」
に
は
、
天
保
二
年
二
八
四
○
）
と
一
二
年
に
わ
た
り
、
宿

駅
ご
と
の
助
郷
へ
の
割
付
人
馬
数
を
積
算
し
た
史
料
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
費
目

ご
と
の
人
馬
数
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
〔
表
６
－
［
表
９
］
に
示
し
た
。

こ
の
よ
う
な
助
郷
課
役
の
細
目
や
課
役
す
る
行
為
そ
の
も
の
を
、
当
地
の
史
料
中

で
は
「
加
郷
割
」
と
称
し
て
い
る
。
｛
表
６
－
は
天
保
二
年
三
月
の
秋
田
藩
主

参
勤
時
の
加
郷
割
で
あ
り
、
〔
表
９
－
は
「
天
保
十
二
丑
年
三
月
改
政
（
改
正
こ

と
見
出
し
が
付
さ
れ
た
天
保
二
一
年
三
月
の
改
訂
版
で
あ
る
（
里
。
前
者
は
参
勤

時
の
実
例
で
あ
り
、
後
者
は
実
施
さ
れ
た
も
の
か
不
明
だ
が
、
見
出
し
か
ら
考
え

れ
ば
藩
が
定
め
た
標
準
的
な
加
郷
割
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
後
年
の
助
郷
関
連

四
天
保
期
の
助
郷
人
馬
の
用
途
と
数
量

（
二
）
天
保
一
一
年
加
郷
割
の
費
目

で
は
、
ま
ず
｛
表
６
－
の
内
容
を
み
て
い
き
た
い
。

表
に
み
ら
れ
る
通
り
、
史
料
中
に
独
特
の
用
語
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
本
項
で
費
目
や
用
語
を
説
明
し
、
次
項
で
全
体
の
特
徴
を
み
る
。

費
目
の
櫛
成
を
み
る
と
、
宿
駅
ご
と
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
も
の
の
面
）
、

①
先
触
、
②
付
随
的
な
通
行
（
前
後
荷
物
、
女
中
、
横
通
り
な
ど
）
、
③
定
率
割

増
（
九
掛
け
な
ど
）
、
④
施
設
整
備
・
雑
役
、
⑤
そ
の
他
（
北
家
の
宿
泊
、
舟
越

人
足
な
ど
特
殊
な
事
由
に
よ
る
も
の
）
、
の
五
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
先
触

先
触
は
通
行
に
先
立
っ
て
大
名
な
ど
か
ら
あ
ら
か
じ
め
街
道
筋
に
人
馬
の
供
出

を
指
示
し
た
文
書
で
あ
る
、
）
。

秋
田
藩
の
場
合
、
享
保
一
七
年
二
七
三
二
）
三
月
の
参
勤
で
久
保
田
の
大
町

が
歩
夫
一
九
四
人
と
馬
一
九
七
匹
を
用
意
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
（
哩
、
こ
れ

は
［
表
６
｝
の
先
触
の
数
値
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。
文
久
三
年
二
八
六
三
）
正

月
付
の
秋
田
藩
主
通
行
に
お
け
る
神
宮
寺
駅
の
加
郷
割
を
記
し
た
文
書
に
よ
れ

ば
、
元
触
一
四
九
人
と
七
九
疋
で
あ
っ
た
（
じ
。
弘
前
藩
に
つ
い
て
は
、
文
化
一

二
年
二
八
一
五
）
四
月
の
参
勤
時
、
金
沢
駅
に
八
五
人
・
一
○
○
匹
の
先
触
が

到
来
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
通
行
は
四
月
二
六
日
で
、
二
三
日
に
先
触
内
容
に
つ

き
宿
駅
の
請
書
が
津
軽
家
に
提
出
さ
れ
て
い
る
（
Ｅ
・
同
藩
の
文
政
九
年
二
八

二
六
）
の
出
府
時
、
六
郷
駅
に
一
三
五
人
・
一
四
○
匹
の
先
触
が
到
来
し
て
い
る
。

通
行
は
四
月
十
一
日
で
、
二
日
に
先
触
の
請
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
（
坦
。

こ
の
よ
う
に
、
先
触
は
通
行
数
日
前
に
宿
駅
に
到
来
し
、
先
触
人
数
は
そ
の
つ

史
料
で
し
ば
し
ば
「
天
保
十
二
年
改
正
の
加
郷
割
に
よ
れ
ば
」
な
ど
と
引
き
合
い

に
出
さ
れ
て
い
る
。
合
計
の
不
一
致
や
意
味
不
明
の
記
述
が
若
干
あ
る
も
の
の
、

概
要
を
み
る
に
は
十
分
で
あ
る
。

表
の
見
方
を
説
明
す
る
と
、
表
の
上
段
が
歩
夫
、
下
段
が
馬
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
費
目
ご
と
に
人
馬
数
を
計
上
し
、
全
体
と
し
て
は
「
先
触
十
そ
の
他
人
馬
数
１

宿
駅
常
備
の
役
人
馬
Ⅱ
助
郷
へ
の
割
付
数
」
と
い
う
順
序
で
計
算
さ
れ
て
い
る
。

｜
、
ｌ
ノ

ハ
Ｕ
弓
）

８
１

－
／
Ｉ
、
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ど
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

②
付
随
的
な
通
行

「
御
先
荷
物
」
「
御
通
行
前
後
御
長
持
」
「
御
女
中
様
」
「
横
通
り
」
な
ど
と
あ

る
。
先
荷
物
は
、
行
列
に
先
行
す
る
荷
物
で
あ
る
。
文
政
八
年
、
秋
田
藩
主
佐
竹

義
厚
の
帰
国
の
さ
い
、
藩
主
は
五
月
一
七
日
に
久
保
田
に
到
着
し
た
が
、
そ
れ
に

先
立
ち
五
月
二
日
に
御
勝
手
方
荷
物
が
久
保
田
に
着
し
て
い
る
（
凶
。
こ
う
し
た

荷
物
が
「
御
先
荷
物
」
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
参
勤
の
行
列
に
先
立
っ
て
長

持
が
通
行
す
る
と
い
う
事
例
も
あ
る
が
、
こ
の
と
き
横
手
で
は
五
月
一
五
日
に
行

列
が
通
過
し
、
「
御
当
日
御
長
持
」
五
悼
も
同
日
に
通
過
し
て
お
り
、
行
列
に
同

行
す
る
長
持
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
豹
）
。

「
女
中
」
に
つ
い
て
は
、
文
政
八
年
、
佐
竹
義
厚
の
帰
国
の
さ
い
、
本
隊
到
着

の
五
日
前
、
五
月
九
日
に
奥
女
中
一
行
一
五
名
が
久
保
田
に
到
着
し
た
例
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
罰
）
。
弘
前
藩
の
例
で
は
、
横
手
の
本
陣
に
残
さ
れ
た
史
料
に

よ
れ
ば
、
天
保
一
三
年
四
月
一
八
日
に
弘
前
藩
主
が
通
行
し
、
一
二
日
に
は
「
津

軽
御
女
中
」
一
行
三
三
名
が
通
過
し
て
い
る
（
里
。

「
横
通
り
」
は
表
街
道
で
は
な
い
脇
道
を
通
行
す
る
こ
と
を
指
す
の
か
兎
）
、

参
勤
通
行
前
後
に
私
用
な
ど
で
通
行
す
る
者
を
指
す
の
か
風
）
、
そ
れ
と
も
日
程

が
ず
れ
こ
ん
で
通
行
す
る
者
を
指
す
の
か
判
別
し
が
た
い
が
、
何
ら
か
の
意
味
で

イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
通
行
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
予
備
的
な
経
費
と
し
て
計
上
さ
れ

て
い
る
。

な
お
、
参
勤
通
行
当
日
の
前
後
数
日
に
わ
た
り
参
勤
関
連
の
人
員
が
通
行
す
る

事
例
を
あ
げ
て
お
く
。
久
保
田
城
下
に
お
い
て
公
用
の
伝
馬
役
は
大
町
・
茶
町
が

負
担
し
、
一
般
の
通
行
は
馬
苦
労
町
が
人
馬
を
負
担
し
て
い
と
こ
ろ
、
享
保
一
川

年
の
津
軽
家
の
出
府
に
さ
い
し
て
、
当
日
外
通
行
の
人
馬
を
大
町
・
茶
町
が
負
担

す
べ
き
か
ど
う
か
、
馬
苦
労
町
と
の
間
で
争
論
と
な
っ
た
。
当
日
以
外
の
通
行
は

た
と
え
参
勤
が
ら
み
で
あ
っ
て
も
一
般
の
通
行
で
あ
る
か
ら
馬
苦
労
町
の
負
担
だ

と
い
う
の
が
大
町
・
茶
町
側
の
論
理
で
あ
る
。
け
つ
き
よ
く
藩
か
ら
は
通
行
前
後

三
～
四
日
は
大
町
・
茶
町
が
負
担
す
べ
し
と
い
う
裁
定
を
受
け
て
い
る
（
翌
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
通
行
前
後
数
日
に
わ
た
っ
て
参
勤
に
関
連
す
る
通
行
の
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

③
定
率
割
増

「
九
掛
」
「
八
掛
」
と
い
う
費
目
が
み
え
る
が
、
こ
れ
は
所
定
の
人
馬
数
に
対

し
、
歩
夫
で
は
そ
の
九
割
、
馬
で
は
八
割
を
加
算
す
る
と
い
う
措
置
で
あ
る
。
複

数
の
宿
駅
に
み
ら
れ
る
の
で
、
場
当
た
り
的
な
水
増
し
で
は
な
く
、
公
的
に
み
と

め
ら
れ
た
措
置
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
、
刈
和
野
で
は
「
御
止
宿
二
付
、
定
式
御
割
合
被
下
候
」
と
い
う
費

目
が
あ
る
。
止
宿
駅
に
は
歩
夫
三
○
○
人
・
馬
二
五
○
匹
を
下
さ
れ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。
下
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
藩
か
ら
人
馬
や
費
用
を
下
付
さ
れ
る
の
で
は

な
い
（
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
加
郷
割
に
計
上
す
る
意
味
が
な
い
）
。
藩
か
ら
駅
に

対
し
て
、
こ
れ
を
助
郷
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ

う
。
【
表
９
－
の
六
郷
の
欄
外
に
あ
る
よ
う
に
、
天
保
一
二
年
二
月
、
止
宿
の
駅

に
は
一
五
○
人
・
五
○
匹
、
昼
一
休
み
の
駅
に
一
○
○
人
を
「
下
さ
れ
る
」
こ
と
が

定
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
定
式
割
合
は
、
藩
の
公
定
・
許
可
を
う
け
て
一
律

に
計
上
し
た
人
馬
数
で
あ
る
。
な
お
、
三
○
○
人
・
二
五
○
匹
で
あ
っ
た
も
の
が

天
保
一
二
年
に
は
一
五
○
人
・
五
○
匹
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
差
は
あ

ま
り
に
大
き
い
。
止
宿
時
に
実
際
に
必
要
な
人
馬
数
が
、
そ
れ
ほ
ど
減
少
し
う
る

と
は
考
え
に
く
い
。
現
実
的
な
数
字
と
い
う
よ
り
は
、
宿
場
助
成
の
意
味
も
込
め

て
多
め
に
盛
っ
た
人
馬
数
と
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
兄
）
。

こ
の
よ
う
に
、
加
郷
割
に
は
定
率
の
割
増
や
定
式
割
合
な
ど
、
必
ず
し
も
実
態

を
伴
わ
な
い
数
字
が
含
ま
れ
て
い
た
。

④
施
設
整
備
・
雑
役

本
陣
の
掃
除
、
諸
品
の
運
搬
、
宿
の
案
内
、
宿
の
卯
時
な
ど
諸
種
の
人
馬
数
が

計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
通
行
当
日
の
役
務
も
、
そ
の
前
後
の
役
務
も
含
ん

で
い
る
。
伝
馬
役
と
は
呼
び
が
た
い
用
務
で
あ
り
、
「
舟
場
仕
繕
」
「
御
宮
仕
繕
」

な
ど
は
む
し
ろ
普
請
役
の
範
鴫
に
属
す
る
と
い
え
る
。
参
勤
に
さ
い
す
る
加
郷
割

は
、
こ
う
し
た
諸
種
雑
多
な
人
馬
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

⑤
そ
の
他

刈
和
野
に
、
北
家
の
宿
泊
を
理
由
と
す
る
人
馬
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
角
館
の

－79－
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佐
竹
北
家
は
〆
参
勤
交
代
時
に
刈
和
野
や
大
曲
に
出
向
き
、
藩
主
に
謁
見
す
る
の

を
例
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
う
費
目
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
大
曲
の
舟
越
人
足

な
ど
、
各
駅
の
特
殊
な
事
情
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。

刈
和
野
に
み
え
る
「
代
直
し
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
馬
の
使
用
を
許
さ
れ
た

藩
士
が
、
使
用
を
返
上
す
る
こ
と
に
よ
り
、
代
わ
り
に
宿
駅
か
ら
現
金
を
受
け
取

る
も
の
で
あ
る
（
蓮
。

（
三
）
天
保
一
一
年
加
郷
割
の
特
徴

さ
て
、
以
上
を
前
提
に
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
指
摘
で
き
る
で
あ

ろ
う
か
。

第
一
に
、
宿
継
人
馬
以
外
の
人
馬
数
が
多
い
。
先
触
人
馬
数
は
平
均
で
二
○
五

人
・
九
一
匹
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
体
の
一
割
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
前
項
の
①
～

⑤
の
分
類
で
い
え
ば
、
最
も
多
い
の
は
人
夫
で
は
④
の
施
設
整
備
・
雑
役
、
馬
で

は
②
の
付
随
的
な
通
行
で
、
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の
四
割
弱
を
占
め
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
こ
の
割
合
は
秋
田
藩
主
の
通
行
で
あ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
み
ら
れ
、
弘

前
藩
主
の
通
行
会
表
Ⅲ
二
で
は
、
雑
役
夫
の
人
数
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
そ
れ

で
も
先
触
人
馬
数
が
全
体
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
通
行
当
日
の
宿
継
人
馬
よ
り
も
、
む
し
ろ
前
後
日
の
通
行
や
施
設

整
備
に
、
多
大
な
人
馬
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
宿
駅
に
よ
っ
て
人
馬
数
や
費
目
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
総
人
数
で
は

一
○
○
○
人
以
上
の
差
が
あ
り
、
一
○
○
石
当
た
り
で
は
九
人
～
一
三
人
と
開
き

が
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
宿
泊
地
に
多
め
の
人
数
を
計
上
し
た
り
、
大
曲
で
は
舟

越
人
足
三
○
○
人
を
計
上
す
る
な
ど
、
宿
駅
ご
と
に
所
要
数
が
異
な
る
た
め
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
駅
ご
と
に
算
定
方
法
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
た
と
え
ば
定

率
割
増
で
は
、
神
宮
寺
は
先
触
、
御
休
造
り
、
前
後
荷
物
を
含
め
た
数
値
に
○
・

九
を
掛
け
る
の
に
対
し
、
刈
和
野
は
前
後
荷
物
を
含
め
な
い
。
同
種
の
費
目
で
比

較
す
る
と
、
駅
に
よ
っ
て
見
積
り
が
異
な
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
神
宮
寺
で
は

「
前
後
荷
物
御
女
中
様
」
を
一
六
五
人
と
す
る
の
に
対
し
、
大
曲
で
は
「
前
後
見

込
」
を
二
二
五
人
と
し
、
六
○
人
も
の
差
が
あ
る
。
見
込
み
に
つ
い
て
例
を
あ
げ

（
四
）
天
保
期
秋
田
藩
助
郷
役
の
性
質

前
項
で
み
た
諸
点
は
、
こ
の
助
郷
制
度
の
性
質
如
何
に
関
わ
っ
て
く
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
助
郷
役
は
内
容
か
ら
み
て
純
然
た
る
交
通
夫
役
と
は
言
い
難
い
。
参

勤
交
代
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
種
の
人
馬
役
を
包
括
し
て
お
り
、
施
設
整
備
な
ど

普
請
役
の
要
素
も
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
宿
駅
・
助
郷
間
の
関
係
だ
け
で
実
施
で
き
る
も
の
で
は

な
く
、
動
員
過
程
に
藩
が
関
与
し
た
は
ず
で
あ
る
。
享
保
の
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割

帳
」
の
規
程
で
は
、
藩
の
役
人
が
助
郷
に
人
馬
触
を
お
こ
な
う
定
め
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
個
別
具
体
的
な
動
員
命
令
を
出
す
こ
と
も
あ
り
、
神
宮
寺
駅
の
年
不
詳

（
天
保
一
二
年
以
降
）
の
加
郷
割
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
項
目
が
み
ら
れ
る
罰
）
。

れ
ば
、
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）
の
津
軽
家
参
府
に
あ
た
っ
て
、
御
伝
馬
二
○
○

匹
、
歩
夫
二
六
○
人
の
先
触
に
対
し
て
、
久
保
田
の
大
町
は
歩
夫
を
多
め
に
支
度

し
て
三
○
○
人
を
用
意
し
た
が
、
少
な
か
ら
ず
余
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
（
巽
）
。

享
保
の
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
が
い
う
よ
う
に
、
一
人
．
一
匹
の
不
足
も
許
さ

な
い
と
い
う
の
が
藩
の
認
識
で
あ
り
、
人
馬
調
達
の
責
任
は
実
質
的
に
は
宿
駅
に

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
宿
駅
は
多
め
の
人
馬
を
集
め
が
ち
で
あ
っ
た
。
駅
に
よ
り

そ
の
見
込
み
が
異
な
れ
ば
、
と
う
ぜ
ん
割
付
高
も
異
な
っ
て
く
る
（
翌
。

第
三
に
、
概
算
値
が
多
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
各
費
目
は
§
一
○
○
人
、
三

○
○
人
な
ど
切
り
の
良
い
数
字
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
あ
ま
り
綴
密
な
積
算
で
は

な
い
。
こ
れ
も
駅
ご
と
に
人
馬
数
が
異
な
る
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
人

馬
数
の
見
積
は
各
駅
の
担
当
者
に
か
な
り
の
程
度
任
さ
れ
て
お
り
、
前
例
や
慣
例

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
加
郷
割
の
人
馬
数
の
な
か
に
は
、
駅
詰
め
の
藩
の
役
人
の
指
示
に

同
（
夫
）
五
拾
人

右
者
御
姫
様
御
通
行
之
節
、
大
風
二
付
御
船
場
向
難
渋
二
付
、
御
出
役
様
よ
り

御
差
図
二
而
指
出
之
分
二
而
、
此
度
追
割
被
下
置
候
分

－78－
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大 曲村六郷村湯沢駅大曲I村

く

〆
〆
内
残

97御本触 84御向触

315前後見込
10御休造り

〆（422）
338八掛

200横通り 15不時横通見込

200御本陣御道具運込、砂埋付馬、 34右（御向触）増馬・足馬

近村借物連込品々入用

40（用途記載なし）

25御前日御使等見込

閃|弼役馬
/1160 /701

内70大曲40、花立30役馬内133六郷・金沢役馬

残1087内248疋倍銭共9か村1万残568加郷高同上｣00石に4疋9分｜残叩3此割諭之通り､100石二付4分95222石100石二付6疋85

ズイ
r、

〆
内
残

７
－
‐
ｏ
ｎ
〉
ワ
］
、
ろ
ハ
Ｕ
ハ
Ｕ
〈
Ｕ
〈
Ｕ
【
ｊ

Ｑ
ｖ
「
１
勺
１
ワ
〕
ｏ
○
ｎ
Ｖ
ハ
Ｕ
（
ｂ
庁
ｉ
ｎ
ひ

３
４
３
２
２
１
０
１
１

御本触

前後見込
御休造り

）
八樹

横通り

御本陣御道具運込、砂埋付馬、

近村借物連込品々入用

大曲40、花立30役馬
内248疋倍銭共9か村1万

5222石100石二付6疋85

〆
内
残

１
１
つ
ｏ
Ｏ
Ｏ

ｎ
Ｕ
ｑ
Ｊ
Ａ
ｕ

ワ
Ｊ
１
上
員
』

六郷・金沢役馬

加郷高同上100石に4疋9分

〆
内
残

４
５
４
０
５

８
１
３
４
２

203

100

103

〈
ｂ
Ｆ
ｏ
０
〉
１
１
５
（
Ｕ
０
５
０
０
０
勺
１
〈
Ｕ
２

ｎ
Ｕ
ワ
』
へ
。
〈
ｂ
勺
１
Ｆ
Ｄ
ハ
Ｕ
Ｒ
〕
旬
。
〈
Ｕ
一
，
Ｏ
只
）
Ｑ
ｖ
（
ろ

ワ
ム
ワ
］
４
４
４
ワ
』
ハ
』
ワ
］
つ
○
ヘ
．
ワ
］

２
２

御本触

前後見込

御休造り

）
九掛

横通見込、献上馬共

御本陣障子張替、

入草刈掃除小歩行
道具運ひ、垣

、御膳局厩片

付、御跡片付
駅場諸役人袴着、馬刺、火の要
心廻番、御宿二御案内夫、村端

より御宿指図、宿之御用袴着、
表掃除馬糞捌共

大曲橋荷拘ひ

花立小舟場用品々、舟越人足

ｷIll宮寺渡大舟場

50人大曲、40花立役夫

内632人（倍銭か）
1万7126石100石二付"13人4分

〆
内
残

1296

112

1184

96六郷、16金沢両駅役夫

加郷高1万1579石100石二付10

人2分3

’

〆
内
残

207

80

60

30

300

752

8

744

御向触

御向触へ増夫・足し夫

御先長持
』

■様御宿上下卯時井諸遣夫

御用夫

役夫

此割2万1517石、100石二付1人5
分22（計算合わず）

正24貰772文（20負472文の誤か）

右定式1121.600文預之処、四増
倍450貰400文、但し5（4の誤か）
文5分正直し

正40貫文御用中品々諸入用

正3貫889文去八月中津軽様御下
|可引不足

〆68貫676文此割100石二付325文

＜賃銀害！|返＞

詰但し7人半之内1
人残り夫（65×27文）
三士
口口

但2人詰夫

新西根村

飯詰村

前郷村
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【表61天保11年3月秋田藩主参勤時の宿駅別加郷割

’

典拠：「御伝Mう除屋Sill駅場方IIIP々 岨鑑」（美郷川学友館所蔵）※宿駅名称は原史料に依る。

【表7】文政11年亀IⅡ藩主通行時の加郷割（金沢）

|:輝数鰯雲n馬箪締:腕’＜加郷割＞

典拠：『枇手巾史I史料細近Ill;Ip695～6

－76－

(19)

境 村
、歩大 〆皐 1』L、八

御本触
前後荷物御女中様
間1体造り

九掛

横通り

御本陣近所仕繕二被~ド候

舟場仕繕二被下候

御宮仕繕二被下候

御小休所二被下候

19人神宮寺、24北楢岡、l梁場
新田役夫

加郷1万4538石、100石二付9人2
歩

〆
〆
内
残

＜馬＞単位：

201

15

216

196

100

50

300

340

340

1445

56

1488

御本触

御休造り

九掛ケ

合鑑御先荷物見込

横通り

御本陣井御宮境内掃除、壱の渡

舟夫橋添夫小走手付

詣品御迩、袴着諸役人、御宿御
案内、手付品々

御昼二付宿々卯時､御本陣小夫、

水汲等二川

両村役夫

加郷高1万3978石割、100石二付
10人7分○430人八桂’

聖

〆
〆
内
残

再
ｊ
〈
Ｕ
〈
Ｕ
局
ｊ
再
ｊ
〈
Ｕ
八
Ｕ
ｎ
〉
ハ
Ｕ

ｎ
）
〈
ｂ
ｎ
ｄ
Ｑ
Ｊ
〆
ｂ
戸
、
ｎ
〉
戸
０
（
Ｕ

ワ
全
の
乙
ワ
臼
句
０
１
１
ワ
全
ワ
茸

5(）

70

300

300

300

2484

83

2401

御本触

代直し

御休造り

九掛

御通行前後御登御長持、女中様

分亥年度以来
横通十文字道

御休処御座敷御丸之内御張替、
地菰砂平均

御立見御先払御休処詰合袴若人

足代火の廻り

北様御宿二付御本陣御掃除人

足・袴着・卯時代共
北様御宿二付先払継立分別段御
割合被下候

御止宿二付定式御割合被下候
御当日役所詰合小夫、宿々卯時
御休所高割人足今年限り

役夫

加郷高1万4036石2斗割、100石
二付17人1分

Ｉ

〆
内
残

〆

戸
、
５
ワ
〕
ｏ
ｏ
、
１
ハ
Ｕ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
ハ
Ｕ
４
４
ハ
Ｕ

〈
Ｕ
ハ
Ｏ
ワ
］
Ｑ
〉
５
Ｆ
Ｄ
２
〈
Ｕ
ｎ
〉
〈
Ｕ
Ｔ
１
４
１
毎
Ｊ

ワ
］
‐
１
旬
。
ｑ
〕
八
。
１
１
『
１
〔
。
ワ
］

１

１

〆
〆
内
残

９
一
Ｊ
《
ｂ
５
〈
Ｕ
ｎ
〉

（
ろ
Ｑ
〕
庁
ｊ
《
ｂ
戸
０

2

420

ｎ
６
《
ｂ
２

Ｑ
Ｊ
Ｆ
Ｏ
４

ｎ
ろ
く
る

(本触）

(M1途記赦なし、御休造りか）

八掛
御合鑑御先荷見込
描通り

右御本陣宿二諸道具取運上品々

諸夫

役馬

加郷高1万2957石割、100石二付
6疋5分○220疋（八掛か）

刈和野村

〆
〆
内
残

Ｏ
ｖ
７
Ｊ
ハ
Ｕ
毎
Ｊ
Ｔ
ｌ
ハ
Ｕ

Ｒ
〕
ワ
］
１
１
ワ
台
、
〉
Ｆ
Ｄ

１
１
可
１
《
。

150

250

200

250

70

1497

61

1430

御本触

代直し

御休造り

八掛

御通行前後御登椎'1先荷物、御女
中共

横通十文字道

両御馬出シ街道捕方､砂埋付馬、
御休処御丸之内外廻り砂迎井地
菰砂

御当日借物夜具在々借方江収述
ひ

御止宿二付定式御割合被下候
北様御宿二付継立別段御割合被

下候分

役馬

加郷高1万3985石2斗割、100石
二付10疋2分7

fill宮寺村

Ｉ

〆
〆
内
残

４
１
（
Ｕ
〈
Ｕ
《
ｊ
再
１
，
６
〈
Ｕ
へ
。
〔
ろ
ハ
ｂ
ワ
〕

９
２
Ｆ
、
（
。
Ｑ
哩
勺
１
５
ワ
］
ハ
５
戸
、
《
。

２
３
３
７
７

御本触

御役屋へ定例

前後御荷物、御女中見込

御休造り

）

八掛

枇通り

御小休砂付馬

fill宮寺26、北楢岡30役馬
100石二付5疋5分

25御先触

15右増夫

20横通り川意夫

〆60

内20当駅(金沢中野村)有夫
"10本町村より借夫

残3(）不足千石二付7人()8

23御先触

10右増馬

15横通り用意馬
〆48

内18当駅有馬

10本町村より借馬

残20不足千石二付4疋72

新西根村

飯詰村

前郷村

寺田村
安本村

中野新田村

(計）

役所入馬230文、夫130文(=代銭納の単fllli)

夫7.35人

夫8.8人

夫7.56人

夫3.75人

夫2.05人

夫0.48人

夫29.99人

文
文
文
文
文
文

６
４
０
０
７

２

５
４

６

９
１１

2169文

言士
、に1

重士
ロロ

内夫2人詰(残

I)0.5人×i:io

文／人＝7文）

馬4.9匹

馬5.87匹

馬5.04匹

馬2.5匹

馬1.37匹

‘馬0.32匹

馬20匹

文
文
文
文
文
文

７
０
０
０
５
４

２
５
１
７

１
３
３

１
１

2866文



秋|Ⅱ藩の助郷制度に'1Iする覚書

【表8】天保10年8月秋Ill群主帰国時の加郷割（横手）

’
|＜歩夫＞単位：人

|｜毒|職|繍燕蛎妻"‘，

典拠：「催II伝馬除hm駅場ｿJini々岨鑑」（美郷町学友館所蔵）

－75－

（20）

六郷村

｜饗|雛燃驚箪磯…'“
｜(人数)l(l人当

賃銭）

652御本陣掃除、竹|Ⅱ様宿掃除165人120文
御本陣卯時・障子張、手付、150人150文
水汲、小遣共
御側;取扱、御聯局掃除共33人〃
格前伺、御宿先立、帳控共84人〃
伝馬処詰役人加勢、御役人55人〃
様御供共

御狩見、御向払、熊ノ宮袴50人〃

諦撒聯職順"'。
/1217

1ﾉ̂ J11296六郷駅場役夫、16金沢両駅役夫
残1105加郷高1万1579石に割。御本触より不足之

時ハ御本触207人二而加郷へ割、御本触よ
り過之側ハ壱人過二而も倍し弐人二致、割
馬も同断

207

230

128

652

1217

112

1105

〆
内
残

89御向触

178御休造り11、不時御合鑑17、添馬10、貸賜
68，御本陣川砂付馬8，機辿り55
※（苫:き込みあり、下段参照）

115前後継立120、かし馬15、添馬10
35角館御継立

〆447

内(133)80六郷役馬、23(53の誤か）金沢両駅役馬

残314加郷高1万1579石に割、但100石二付2疋半
39，外二24石大曲加郷高直し六郷取立返ス
分有

外二人足150人、馬50疋、御止宿之節被下候事二駅々
へ被仰渡候

人足100人、御昼と節被-ド峡Ji-二被仰渡候
右者天保12丑2月同様取極、御小休之節者ｲi1も不被1く
候

※天保12丑年2JJ，吟味役仁平礼蔵・小野'崎字源太・
青柳掃部・長散政兵術・貝塚順吉申会、駅々加郷割合
州械、翌寅年御参勤之節より馬24疋増候斗i二六郷駅へ

政兵術叩渡

〆
内
〃
〃
残
＜馬

〆
内
〃
残

〆
〆
計
‐
内
〃

、出4

|御本触
|繍繍赫増夫職迦'淵
御本丸間l掃除御兵具方、御馬場・道橋方、御馬・
御川夫、御遥拝処・伝馬処詰

前後御荷物備銭割引
'銭割
横手町役夫
|本郷割高100石に1人9分08

吟･歪

句
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｑ
〉
ハ
Ｕ
く
り
７
戸
ｂ

へ
。
ワ
ョ
ハ
Ｕ
ハ
ｂ
‐
１
ハ
Ｕ
ハ
ｂ
Ｒ
）
（
ろ

２
ワ
〕
１
１
－
ｂ
勺
１
可
１
Ｆ
○
３

1

割|＞倉

’
御本触

不時御合鑑、mio，足馬、枇辿術
前後御f"/物継立1fe

横手町役
前後御荷

力'1郷割

馬

物継立備銭割引
高100石二付5分08

白待2雷

毎
Ｊ
ハ
Ｕ
ハ
Ｕ
ワ
ー
ｏ
Ｏ
ハ
Ｕ
Ｑ
ｖ

Ｑ
Ｊ
つ
ｏ
ｎ
Ｕ
ワ
全
ワ
』
ハ
Ｕ
Ｑ
〉

１
１
３
１
１

100.0

8．8

108.8

０
０
０
－
Ｄ
ｏ
ｎ
己
（
Ｕ
２
一
，
Ｏ
Ｏ

５
３
３
４
８
３
３
４
７
０

１

１
１

３

21.0

40．0

(163.0)

484.4

163.0

326.4

御伝.Ui渡始御合力

右御Uii尻打

此迩札326賞40()文～①但し300文銭

御本丸御掃除、徹II障子張、取扱
様御手付、卯H.'r共

御兵共方.卯時共
道橘ﾉJ御掃除

御馬場掃除

御遥拝御仮屋敷埋川持運人足
御供方術々卯時

御当II鵬屋代手付、卯時

御供方御馬共二御IE12疋へ卯時

伝〃う処詰役人力II勢、御役人様方
御供

前後御仙:物継立100ノピ壱疋二付

30()文

前後御1M｢物継立

御川'I'詣雑川m

借
鯛
蚊
蚊
蚊
蚊
政
蚊
蚊
蚊
蚊
蚊

ｕ
賃
賜
晦
賜
賜
賜
叩
賜
喝
遍
虹

勤
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
弘
叫
弘
肌
皿

人
０
２
２
３
２
３
２
２
５
０

１

１
１

１

～②，

(489.4の誤か）①＋②
正銭割高100石につき836文

通札割100石につき1673文
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【表91天保12年3月改定秋田藩主帰国時の宿駅別加郷割

〆'8681溌糎醗黙割
典拠：「御伝馬除屋舗駅場方品々亀鑑」（美郷mi"学友飾所職）

【表10】天保12年3月改定弘前藩通行時の加郷割（六郷）

典拠：「御伝馬除屋舗駅場方品々亀鑑」（美郷K学友館所ﾙK'

－74－

(21)

刈和野村

く歩天＞早1立冒人

ttI1217

造も神宮寺100

197

/1514

内99

残1415

フー外'579
/1994

〆
内
残
外
〆

1217

150

20

1387

83

1244

829

2073

右同断(定期追割・本触見込共）

御止宿二付被下候

北家御出二付被下候

役夫
加郷高1万4036石

但100石二付8人6分(8人86の誤
か）

倍銭高6240石へ8人6分割、1割
半増

〆
内
報
嬢

一一一一

1217

160

局
ｊ
４
４
ｎ
ｊ

【
１
４
４
〈
ｄ

、
。
ｎ
ｄ

ｌ
１

右同断御本触見込共

舟場1ヶ所入料分是も神宮寺
二Illi手入不致よし

役夫
加郷高1万4338石に割

但100石二付9人2分96

〆
内
残
外
〆

く馬＞単位：匹

’

右|司断

扉
Ｐ
ｄ
Ｊ

万4338石に割

二付2疋89

ﾉ1ワ1
,.1-Jユ 右同断

北家稚II出二付被下候

御止宿二付被下候

役馬

加郷高1万3985石に割但し100

石二付3疋3分96

171

(471)
56

415

fill宮寺村

一 一一

大Illi駅

｜
〆
内
残
外
〆

471定期追割人馬壱疋・壱人共一倍

二成候定

識職”

定期追割之次第、壱疋・壱人共

一倍増之定

御昼二付

川前三ヶ所捕人足末々手入、弐
タ渡共両駅手入、ネIll宮寺二而構
不I旧候

1

大曲・花立役夫

加郷高1万7126石

但し100石二付8人2分6

倍銭郷高4678石へ8人2分6掛置
候而1割半分

(46.78×8,26×1.5=579)

賑夫単付：人

65

125

133

167

/490

残378
渇星且1T日

職̂驚溌職緋
御本触馬七拾五疋より不足之時者、七拾五疋二而力II郷割付ル、七拾五疋より壱疋

二而も過之時ハ壱疋江倍し弐疋二致割付ル、歩夫も同|析、天保十二年同様極候

外二馬拾疋・夫七拾五人右者御止宿之節二限り御割1(4被下候

同夫五拾人右者御登之節二限り御割増被下候

御向触

不時御合鑑見込25、貸夫・増夫50,横通50

前後継立増夫・貸夫100，御女中継立:i:i

till本陣境内掃除人足

御本陣障子張替・諸道
伽当日御本陣上下卯時

御馬取扱

御着見、御向触、御伝
伝馬処役人加勢

（人数）

55人

具 運15 人

、水汲、小歩行35人
10人

馬処警固、荷連共37人
15人

96六郷駅場役夫、16金沢両駅役夫

此加郷割高1万1579石

(1人当

賃銭）

150文

170文

170文

170文

170文

150文

ﾉし



秋川稀の助郷H度に関する党洲

と
が
分
離
さ
れ
ず
、
一
体
化
す
る
余
地
が
本
来
的
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

よ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

参
勤
交
代
時
に
各
駅
に
詰
め
て
い
る
役
人
は
、
通
行
す
る
藩
主
に
も
披
露
さ
れ

る
。
文
政
八
年
の
秋
田
藩
主
帰
国
の
さ
い
、
院
内
、
湯
沢
、
横
手
、
六
郷
、
大
曲
、

神
宮
寺
、
境
、
戸
島
の
各
駅
に
お
い
て
、
久
保
川
か
ら
参
向
し
た
郡
方
吟
味
役
・

御
伝
馬
渡
役
・
支
配
Ⅱ
付
が
藩
主
に
披
露
さ
れ
て
い
る
訂
）
。
刀
延
元
年
（
一
八

六
○
）
の
藩
主
出
府
時
も
同
様
で
あ
り
（
聾
、
こ
う
し
た
参
勤
道
中
の
儀
礼
は
ほ

と
ん
ど
定
例
化
し
て
い
る
か
ら
、
駅
詰
役
人
の
披
露
も
恒
例
の
行
事
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
な
ぜ
彼
ら
が
各
駅
で
披
露
さ
れ
る
の
か
と
い
え
ば
、
人
馬
の
円
滑
な
継
立

や
施
設
整
備
の
最
終
的
な
責
任
を
負
っ
て
い
た
か
ら
に
相
違
な
い
。

む
ろ
ん
、
術
駅
が
関
与
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
さ
き
に
み
た
よ
う
に

亀
旧
藩
の
参
勤
時
、
金
沢
駅
は
助
郷
課
役
の
実
施
を
願
い
出
て
お
り
、
宿
駅
は
加

郷
割
の
実
施
主
体
で
あ
っ
た
。
加
郷
割
の
一
部
の
費
目
は
「
御
割
合
被
下
」
と
表

現
さ
れ
る
よ
う
な
藩
側
の
指
示
に
よ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
全
て
で
は
な
い
。
お

お
か
た
の
我
Ⅱ
は
術
駅
が
見
積
も
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
現
場
で
の
人
賜
の
や
り
く

り
は
宿
駅
の
役
割
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
助
郷
課
役
は
動
員
過
程
に
藩
・
宿

駅
双
方
が
関
わ
る
複
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
藩
が
関
与
し
た
わ
り
に
は
、
前
項
で
み
た
よ
う
に
算
定
基
準
の
ば
ら

つ
き
が
Ⅱ
立
つ
。
こ
れ
は
、
各
駅
に
伝
馬
渡
役
が
呪
慨
さ
れ
た
こ
と
が
示
す
よ
う

に
、
駅
単
位
で
課
役
を
計
凹
・
実
施
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
駅
で
、

藩
の
役
人
と
宿
駅
と
の
合
意
で
加
郷
割
が
決
定
さ
れ
、
そ
う
し
た
前
例
が
積
み
重

ね
ら
れ
た
結
果
、
基
準
の
不
統
一
が
拡
大
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
で
み
た
ご
と
く
、
秋
川
藩
の
助
郷
制
度
は
、
人
馬
の
川
途
か
ら
み
て
も
、

実
施
過
程
か
ら
み
て
も
複
合
的
な
特
質
が
あ
り
、
宿
継
人
馬
の
ほ
か
に
諸
種
の
人

馬
役
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
制
度
は
参
勤
交
代
へ
の
対
応

を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
た
か
ら
、
宿
継
人
馬
と
施
設
整
備
・
応
接
等
の
人
馬
役

（
五
）
天
保
一
二
年
の
加
郷
割
改
定

こ
こ
で
は
［
表
６
－
と
〔
表
９
－
を
比
較
し
つ
つ
、
天
保
一
二
年
の
加
郷
割
改

定
の
意
味
を
考
え
る
。
前
年
と
く
ら
べ
て
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
駅
ご
と
に
ま

ち
ま
ち
な
費
目
が
整
理
さ
れ
、
二
二
七
人
・
川
七
一
匹
が
各
駅
共
通
の
基
数
と

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
二
一
七
人
の
内
訳
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
六
郷
の

項
に
内
訳
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
人
馬
の
川
途
そ
の
も
の
は
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、

内
容
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
。
止
宿
の
駅
に
つ
い
て
一
九
○
人
・
八
○
匹
、
擬

休
み
は
一
○
○
人
と
い
う
よ
う
に
、
体
泊
地
へ
の
割
増
高
が
統
一
さ
れ
て
い
る

（
六
郷
の
最
下
段
参
照
）
。
た
だ
し
、
さ
き
に
み
た
天
保
二
年
の
⑤
で
み
た
よ
う

な
、
各
宿
駅
の
特
殊
事
情
に
よ
る
費
目
は
残
さ
れ
て
い
る
。

天
保
二
年
の
加
郷
割
は
、
宿
駅
に
よ
っ
て
我
Ⅱ
や
数
量
の
差
が
激
し
か
っ
た
。

一
二
年
の
改
定
は
、
そ
う
し
た
宿
駅
ご
と
の
差
異
を
排
除
し
、
人
馬
数
の
算
定
方

法
の
標
準
化
を
Ⅱ
的
と
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
と
き
の
改
定
は
、
幕
末
ま
で
加
郷
剤
の
基
礎
と
な
っ
た
ら
し
く
、
神
宮
寺

の
助
郷
で
あ
る
図
見
村
に
残
さ
れ
た
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
爪
Ⅱ
「
御
川
帳
」

に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
型
。

こ
の
御
用
帳
は
［
表
６
－
の
史
料
と
同
形
式
の
加
郷
割
で
、
神
宮
寺
駅
肝
煎
が

作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
し
た
の
は
そ
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
「
天
保
十
二

吐
年
」
に
据
え
置
い
た
一
二
一
七
人
の
半
分
を
今
凹
割
り
付
け
る
と
し
て
お
り
、

そ
の
後
も
基
本
の
数
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
基
数
で
あ
っ
て
、
上
限
で
は
な
か
っ
た
。
慶
応
二
年
二
八

六
六
）
の
神
宮
寺
駅
加
郷
割
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
詞
）
。

一
、
夫
弐
千
弐
百
拾
八
人

（
↓
、
一
、
）

右
ハ
天
保
年
中
弐
百
九
人
之
御
元
触
二
而
江
戸
御
来
観
被
為
遊
候
御
時
節
二
連

い
、
当
節
京
都
御
守
衛
被
為
遊
候
御
時
節
二
御
座
候
得
共
、
御
供
方
様
茂
御
多
人

一
、
夫
六
百
九
人

右
者
夫
千
弐
百
拾
七
人
、
屋
形
様
御
皿
行
天
保
十
二
壮

年
被
届
悩
候
半
通
り
此
度
削
合
被
害
仰
付
候
分

｜
、
１
Ｊ

つ
、
一
旬
皇

『
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こ
の
よ
う
に
天
保
一
二
年
改
定
の
先
触
数
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
実
情
に
応
じ
て

割
り
増
す
の
で
あ
る
か
ら
、
基
数
設
定
に
よ
っ
て
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
と
は
い
え

な
い
。［

表
８
－
は
天
保
一
○
年
の
横
手
の
加
郷
割
で
あ
る
。
こ
の
と
き
藩
主
佐
竹
義

厚
は
七
月
晦
日
に
江
戸
を
発
し
、
八
月
一
六
日
に
久
保
田
に
到
着
し
て
い
る
弱
）
。

表
に
よ
れ
ば
、
「
銭
割
」
の
項
が
あ
っ
て
、
人
馬
の
一
部
を
代
銭
で
徴
収
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
歩
夫
で
は
合
計
一
二
九
人
か
ら
①
横
手
町
役
夫
八
七
人
、
②

前
後
荷
物
備
銭
割
引
一
○
○
人
、
③
銭
割
五
六
六
人
を
差
し
引
い
た
三
八
六
人
を

助
郷
に
割
り
つ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
②
に
か
か
る
歩
夫
は
備
銭
に
よ
っ
て

宿
駅
が
雇
い
、
③
銭
割
五
六
六
人
の
分
は
助
郷
か
ら
徴
収
し
た
銭
で
雇
っ
た
と
み

ら
れ
る
。
銭
割
の
細
目
は
、
表
中
の
銭
割
の
項
に
示
さ
れ
て
い
る
。
銭
割
四
八
四

貫
余
の
三
分
の
一
は
正
銭
で
、
三
分
の
二
は
通
札
（
藩
内
で
通
用
し
て
い
た
預
か

り
札
）
で
助
郷
に
賦
課
し
た
。

こ
の
例
で
は
、
歩
夫
合
計
一
二
九
人
の
半
数
以
上
が
銭
割
に
よ
っ
て
ま
か
な

わ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
代
銭
納
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
銭
割
は
ほ
か
の
宿
駅
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
安
政
二
年
二

八
五
五
）
四
月
、
神
宮
寺
駅
の
助
郷
で
あ
る
国
見
村
に
、
弘
前
藩
主
の
帰
国
に
さ

い
し
、
夫
三
三
人
・
馬
二
二
匹
を
出
す
よ
う
同
駅
よ
り
通
知
が
あ
り
、
そ
の
さ
い

「
今
年
御
改
二
相
成
、
三
分
一
、
三
分
二
割
合
な
し
」
と
し
て
夫
一
人
に
つ
き
正

銭
二
○
○
文
、
馬
一
疋
に
つ
き
正
銭
四
○
○
文
を
納
付
す
る
よ
う
指
示
が
あ
っ
た

え
ば
、
享
保
和

は
い
え
な
い
。

（
六
）
加
郷
割
の
人
馬
数
と
正
人
馬
数

さ
て
、
こ
の
加
郷
割
の
人
馬
数
が
、
助
郷
の
供
出
し
た
正
人
馬
数
な
の
か
と
い

ば
、
享
保
期
に
は
す
で
に
代
銭
納
も
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
う
と
ば
か
り

数
御
通
行
可
為
在
候
二
付
、
此
度
御
元
触
夫
三
百
七
拾
八
人
、
出
御
道
筋
御
堅
固

（
マ
マ
）

御
役
人
様
夫
四
百
人
、
都
合
三
百
八
拾
五
人
江
五
八
弐
掛
ヲ
以
加
郷
割
被
仰
付
候

分

二
）
課
役
の
方
法
と
手
順

さ
き
に
享
保
期
の
規
程
に
よ
っ
て
助
郷
課
役
の
手
順
を
略
説
し
た
が
、
こ
こ
で

は
近
世
後
期
の
村
方
の
史
料
に
よ
り
、
実
施
例
に
も
と
づ
い
て
確
認
し
て
お
き
た

い
Ｏ

ま
ず
、
加
郷
割
が
決
定
す
る
と
、
各
助
郷
に
供
出
す
べ
き
人
馬
数
が
通
知
さ
れ

る
。
享
保
の
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
藩
の
役
人
の
仕
事
で

あ
っ
た
。

寛
政
二
年
（
一
七
九
九
）
四
月
、
そ
れ
ま
で
秋
田
藩
・
弘
前
藩
の
参
勤
交
代

で
は
、
そ
の
つ
ど
任
命
さ
れ
た
伝
馬
渡
役
が
村
々
へ
詰
人
馬
を
直
接
指
示
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
以
後
は
伝
馬
渡
役
が
各
郡
の
郡
方
の
役
所
で
あ
る
御
役
屋
に
人
馬
割

を
申
達
し
、
村
方
の
支
障
に
な
ら
ぬ
か
吟
味
の
う
え
村
々
へ
触
れ
る
と
し
た
（
蓮
。

こ
れ
と
同
様
の
記
事
が
「
品
々
亀
鑑
」
に
も
み
ら
れ
、
こ
の
と
き
郡
方
を
通
し
て

人
馬
割
を
触
れ
る
よ
う
改
め
た
と
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
宿
駅
の
名
に
よ
る
人

馬
触
も
み
ら
れ
、
安
政
二
年
お
よ
び
三
年
の
秋
田
藩
主
帰
国
・
出
府
に
さ
い
し
、

神
宮
寺
駅
で
は
、
通
行
の
予
定
や
宿
駅
へ
人
馬
代
を
上
納
す
べ
き
旨
の
廻
状
を
藩

士
の
名
で
送
り
、
納
付
額
な
ど
具
体
的
な
指
示
は
神
宮
寺
駅
肝
煎
の
名
で
伝
達
し

て
い
る
（
翌
。
こ
の
よ
う
に
、
助
郷
へ
の
人
馬
触
は
必
ず
し
も
藩
の
役
人
だ
け
の

禿
）
。
こ
の
書
き
方
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
以
前
は
三
分
の
一
を
正
銭
、
三
分
の
二

を
通
札
で
納
め
た
と
推
測
さ
れ
、
ま
た
代
銭
納
が
常
態
化
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
例
か
ら
み
る
と
、
加
郷
割
は
お
お
か
た
人
馬
数
で
計
上
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
実
、
代
銭
納
が
少
な
か
ら
ぬ
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

実
際
、
代
直
し
（
第
四
節
第
二
項
⑤
参
照
）
な
ど
は
藩
士
に
代
金
を
払
う
の
で
あ

る
か
ら
正
人
馬
を
集
め
る
必
要
は
な
く
、
必
要
な
の
は
金
銭
で
あ
る
。
し
か
し
加

郷
割
で
は
人
馬
数
を
計
上
し
て
い
る
。
定
率
割
増
な
ど
使
途
不
明
の
数
字
も
あ
る
。

少
な
く
と
も
代
銭
納
の
広
ま
り
が
助
郷
課
役
の
大
前
提
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
か
ろ
う
。

五
助
郷
役
勤
務
の
実
際

｜
、
ｊ

ウ
’
３

７
２

ｌ
ｉ
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こ
う
し
て
人
馬
触
が
な
さ
れ
る
と
、
各
助
郷
は
通
行
数
日
前
に
、
人
馬
を
宿
駅

へ
到
着
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
同
村
の
事
例
で
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）

弘
前
藩
主
の
参
勤
に
さ
い
し
て
五
月
六
日
に
横
手
で
昼
食
を
と
る
に
あ
た
り
、
人

馬
触
れ
の
廻
状
が
達
し
て
い
る
。
廻
状
に
は
、
人
馬
割
を
五
月
二
日
ま
で
に
伝
馬

所
へ
持
参
し
、
五
月
五
日
ま
で
に
人
馬
を
出
す
こ
と
、
な
る
べ
く
正
人
馬
で
出
す

こ
と
、
で
き
な
け
れ
ば
五
月
二
日
ま
で
に
伝
馬
役
所
へ
申
し
出
る
こ
と
、
諸
種
の

御
用
が
あ
る
の
で
五
月
二
日
ま
で
に
肝
煎
・
長
百
姓
が
印
を
持
参
し
て
伝
馬
役
所

に
詰
め
る
こ
と
、
と
あ
る
（
Ｕ
・

代
銭
紬
も
行
列
到
着
前
に
済
ま
せ
る
定
め
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
三
本
柳
村
の
例

で
、
文
久
二
年
二
八
六
二
）
の
秋
田
藩
主
参
勤
に
さ
い
し
廻
状
が
到
来
し
、
一

五
日
の
藩
主
横
手
止
宿
に
備
え
て
、
馬
は
一
四
日
ま
で
に
詰
め
、
正
銭
は
一
三
日

ま
で
に
伝
馬
役
所
へ
持
参
す
べ
き
こ
と
、
事
情
が
あ
っ
て
詰
め
直
す
村
は
一
三
日

ま
で
に
申
し
出
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
て
い
る
亜
）
。
こ
の
詰
め
直
す
と
い
う
の
は
、

人
馬
供
出
以
前
に
、
村
か
ら
宿
駅
へ
、
代
銭
納
・
正
人
馬
の
割
合
な
ど
納
付
方
法

の
予
定
を
事
前
に
報
告
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
さ
き
の
嘉
永
五
年
の
事
例
に
も
、

人
馬
割
を
事
前
に
伝
馬
所
へ
持
参
す
る
と
あ
る
。
そ
の
事
前
報
告
の
後
に
、
人
馬

を
調
達
で
き
な
か
っ
た
な
ど
の
理
由
で
、
正
人
馬
数
を
変
更
す
る
こ
と
を
詰
め
直

す
と
称
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

村
の
側
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
馬
を
選
ん
だ
の
か
。
そ
れ
に
つ
き
、
村
が
出

任
務
で
は
な
く
、
宿
駅
が
廻
状
を
添
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

大
曲
の
助
郷
で
あ
る
田
村
で
は
、
文
化
九
年
二
八
一
二
）
の
秋
田
藩
主
通
行

（
三
月
一
七
日
大
曲
通
行
）
に
さ
い
し
、
会
田
久
左
衛
門
の
名
で
三
月
一
三
日
付

の
人
馬
割
の
廻
状
（
田
村
負
担
は
三
○
人
・
一
三
匹
）
が
到
来
し
て
い
る
弱
）
。

横
手
の
助
郷
で
あ
る
三
本
柳
村
で
は
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
四
月
五
日
、

弘
前
藩
主
の
帰
国
の
途
次
で
四
月
一
二
日
に
横
手
で
昼
食
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
、
藩
の
役
人
か
ら
廻
状
が
達
せ
ら
れ
、
歩
夫
二
・
四
一
九
六
人
、
馬
一
・
六

五
八
疋
、
正
銭
二
貫
二
五
六
文
、
銭
札
一
八
賞
九
○
七
文
を
納
め
る
よ
う
指
示
さ

れ
た
（
辿
。
人
馬
数
に
端
数
が
あ
り
、
代
銭
納
を
前
提
と
し
た
形
式
に
な
っ
て
い

フ

匂
○

勤
者
に
金
銭
を
渡
し
て
い
た
事
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
下
仙
道
村
は
寛
政
五
年
、

詰
め
先
の
変
更
を
願
い
出
た
。
同
村
は
秋
田
・
弘
前
藩
の
参
勤
交
代
の
と
き
院
内

へ
伝
馬
・
歩
夫
を
出
し
て
い
た
が
、
五
、
六
日
も
か
か
り
、
勤
務
者
一
人
に
一
日

一
○
○
文
ず
つ
渡
し
て
い
た
。
近
年
は
右
村
（
下
院
内
村
か
）
に
銭
を
渡
す
よ
う

に
し
た
と
こ
ろ
、
江
戸
登
の
さ
い
に
歩
夫
一
日
五
○
○
～
六
○
○
文
、
下
国
は
三

五
○
～
四
四
五
文
も
か
か
り
、
百
姓
が
困
惑
し
て
い
る
。
そ
こ
で
院
内
で
は
な
く

湯
沢
詰
め
に
し
て
ほ
し
い
、
と
訴
え
て
い
る
届
）
。

沢
駅
の
加
郷
割
の
会
計
資
料
で
あ
る
。
こ
こ
に
代
銭
納
・
正
人
馬
の
比
率
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
表
は
三
つ
の
部
分
か
ら
な
り
、
は
じ
め
に
所
要
人
馬
数
を
積
算

し
て
加
郷
割
付
数
を
算
出
し
て
い
る
。
費
目
は
前
述
の
加
郷
割
と
基
本
的
に
か
わ

ら
な
い
が
、
小
規
模
な
通
行
の
た
め
か
掃
除
夫
や
雑
役
夫
な
ど
は
計
上
し
て
い
な

い
。
そ
し
て
、
三
○
人
・
二
○
匹
の
不
足
が
生
ず
る
と
し
て
、
そ
れ
を
助
郷
に
割

り
つ
け
て
い
る
。

加
郷
割
の
項
は
、
助
郷
六
か
村
に
要
請
し
た
負
担
を
記
し
て
い
る
が
、
前
郷

村
・
寺
田
村
を
み
る
と
、
人
馬
数
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
銭
高
が
ゼ
ロ
と
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
両
村
は
現
実
の
正
人
馬
で
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。
安
本
村
は
二
・

○
五
人
の
負
担
の
う
ち
二
人
を
正
夫
で
つ
と
め
、
よ
っ
て
残
り
○
・
○
五
人
分
の

七
文
を
銭
納
し
て
い
る
。
「
役
所
入
」
の
と
こ
ろ
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
歩
夫
一

人
Ⅱ
一
三
○
文
、
馬
一
匹
Ⅱ
二
三
○
文
で
銭
納
額
が
算
出
さ
れ
て
い
る
。

賃
銭
割
り
返
し
の
項
で
は
、
歩
夫
二
七
文
、
馬
は
四
四
文
の
割
合
で
、
各
村
に

賃
銭
を
返
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
表
に
は
示
さ
な
か
っ
た
が
、
以
下
に
各
村
の
受

取
証
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
表
に
示
さ
れ
た
と
お
り
の
金
額
を
各
村
が
受
け
取
っ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
加
郷
割
に
た
い
す
る
村
の
対
応
は
、
正
人
馬
で
つ
と
め
る
村
、

正
人
馬
と
代
銭
納
を
く
み
あ
わ
せ
る
村
、
す
べ
て
代
銭
で
納
め
る
村
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
で
あ
っ
た
。

（
二
）
代
銭
納
と
正
人
馬

〔
表
７
－
は
文
政
二
年
二
八
二
八
）
三
月
の
亀
田
藩
参
勤
に
と
も
な
う
金

-71-
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な
お
、
割
り
返
す
賃
銭
の
単
価
は
、
銭
納
時
の
単
価
よ
り
大
幅
に
低
い
。
そ
れ

に
つ
き
、
文
政
五
年
三
月
の
亀
田
藩
参
勤
に
お
い
て
金
沢
駅
は
、
お
な
じ
要
領
で

四
三
人
・
一
五
匹
を
上
記
の
助
郷
六
か
村
に
割
り
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
総
額

二
貫
四
二
文
の
賃
銭
を
、
助
郷
に
割
り
返
し
て
い
る
が
、
そ
の
さ
い
賃
銭
総
額

か
ら
酒
代
・
諸
買
物
代
・
宿
入
料
・
半
紙
代
を
引
い
て
、
残
り
一
貫
二
三
文
を

助
郷
に
割
り
返
し
て
い
る
凪
）
。

こ
の
事
実
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
、
各
駅
が
助
郷
か
ら
集
め
た
正
人
馬

や
代
銭
の
一
部
は
、
宿
場
の
事
務
経
費
に
も
充
当
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

加
郷
割
は
人
馬
の
名
目
で
割
り
つ
け
な
が
ら
も
、
実
は
そ
の
よ
う
な
経
費
が
含
ま

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
宿
駅
に
と
っ
て
、
代
銭
納
は
例
外
措
置
と
い
う

よ
り
も
、
む
し
ろ
不
可
欠
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
助
郷
課
役
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
通
行
前
Ⅱ
以
前
に
各
助

郷
か
ら
宿
駅
に
人
馬
が
集
結
し
た
。
よ
っ
て
助
郷
に
と
っ
て
は
当
日
だ
け
の
勤
務

で
は
な
く
、
遠
方
の
村
で
は
数
日
が
か
り
と
な
る
た
め
、
村
か
ら
日
当
を
支
給
す

る
例
も
あ
っ
た
。
代
銭
納
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
も
通
行
前
に
納
付
し

て
い
た
。
各
駅
が
集
め
た
金
銭
は
、
必
ず
し
も
人
馬
の
雇
用
の
み
に
使
う
の
で
は

な
く
、
宿
駅
の
事
務
経
菩
（
に
も
充
当
さ
れ
た
。
宿
駅
は
集
め
た
正
人
馬
と
金
銭
に

よ
っ
て
、
ト
ー
タ
ル
な
経
費
を
ま
か
な
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

助
郷
課
役
の
収
支
は
、
少
な
く
と
も
、
助
郷
と
の
正
人
馬
の
や
り
と
り
で
済
む
よ

う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
代
銭
を
得
る
た
め
に
、
あ
え
て
人
馬
数
の
見

積
を
多
く
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
二
定
式
・
頼
・
合
鑑
・
貸
夫

前
節
を
も
っ
て
本
稿
の
主
題
で
あ
る
助
郷
制
度
の
検
討
を
終
え
る
も
の
と
す
る

が
、
［
表
６
｝
～
［
表
加
一
に
は
合
鑑
、
不
時
合
鑑
、
貸
夫
（
馬
）
・
増
夫

（
馬
）
・
添
夫
（
馬
）
な
ど
、
宿
継
人
馬
に
関
す
る
独
特
な
用
語
が
み
ら
れ
る
の

で
、
本
節
で
そ
れ
ら
の
用
語
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

六
合
鑑
・
貸
夫
・
増
夫
な
ど

す
な
わ
ち
、
「
定
式
遣
」
（
二
五
人
・
二
五
匹
）
と
、
「
頼
入
」
（
二
○
人
・
一

一
五
匹
）
と
に
区
分
さ
れ
、
合
計
一
三
五
人
・
馬
一
四
○
匹
の
先
触
数
と
な
っ
て

い
る
。こ

の
定
式
遣
二
五
人
・
二
五
匹
に
つ
い
て
、
幕
府
は
万
治
三
年
（
一
六
六
○
）

の
高
札
で
、
国
持
大
名
で
あ
っ
て
も
一
日
に
二
五
人
・
二
五
匹
を
こ
え
る
宿
継
人

馬
の
使
用
は
で
き
な
い
と
定
め
て
お
り
、
文
政
五
年
に
は
東
海
道
通
行
の
大
名
に

つ
い
て
二
○
万
石
以
上
の
大
名
は
通
行
前
後
一
日
ず
つ
計
三
日
間
の
あ
い
だ
、
五

○
人
・
五
○
匹
ま
で
と
定
め
て
い
る
。
そ
の
範
囲
内
で
は
御
定
賃
銭
で
利
用
が
で

き
、
そ
れ
を
こ
え
た
分
は
御
定
賃
銭
の
ほ
ぼ
倍
額
と
な
る
相
対
賃
銭
を
払
っ
た
と

さ
れ
る
応
）
。

上
記
の
弘
前
藩
の
区
分
も
幕
府
の
制
を
踏
ま
え
た
も
の
と
み
ら
れ
、
御
定
賃
銭

で
の
使
用
制
限
数
に
収
ま
る
範
囲
が
「
定
式
遣
」
で
、
他
が
「
頼
入
」
な
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
区
分
は
、
｛
表
山
一
の
津
軽
家
通
行
時
の
馬
数
に
お
い
て
、
先
触
が

｛
事
例
二
文
政
九
年
弘
前
藩
主
通
行

六
郷
の
駅
場
日
記
に
よ
り
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
の
津
軽
家
の
参
府
時
の
対

応
を
み
る
（
運
。
ま
ず
三
月
に
「
人
馬
触
」
が
到
来
し
、
「
人
夫
百
五
拾
人
位
」

「
馬
百
五
拾
疋
同
」
と
大
ま
か
な
人
馬
数
が
示
さ
れ
、
三
月
一
日
付
で
駅
場
肝
煎

が
請
書
を
提
出
し
て
い
る
。
四
月
に
入
っ
て
次
の
よ
う
な
先
触
が
到
来
し
、
同
月

二
日
に
六
郷
駅
が
請
書
を
提
出
し
て
い
る
。

一
、
人
夫
弐
拾
五
人

一
、
馬
弐
拾
五
疋

右
者
定
式
遣

一
、
人
夫
百
拾
人

一
、
馬
百
拾
五
疋

右
者
頼
入

都
合
人
夫
百
三
拾
五
人

馬
百
四
拾
疋

－70－
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合
鑑
の
人
夫
一
五
一
人
、
貸
夫
三
三
人
（
計
一
八
四
人
）
、
合
鑑
の
馬
一
五
一

匹
、
貸
馬
六
疋
（
計
一
五
七
匹
）
を
継
立
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
刈

「
定
式
伺
済
」
、
「
御
頼
」
、
「
不
時
御
頼
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
符
合
す

る
。

さ
て
、
そ
の
後
、
津
軽
家
の
行
列
は
四
月
二
日
、
六
郷
で
昼
休
み
を
取
り
、

通
過
し
た
。
通
行
後
の
五
月
，
六
郷
駅
は
継
立
て
た
人
馬
数
を
次
の
よ
う
に
藩
に

報
告
し
て
い
る
。

右
ハ
か
し
馬

〆
百
五
拾
七
疋

右
之
通
人
馬
奉
継
立
候
、
別
而
当
駅
二
お
い
て
迷
惑
願

無
御
座
候
、
以
上

同
六
疋

馬
百
五
拾
壱
疋

右
ハ
御
合
鑑
通

但
し
御
合
鑑
通

同
三
拾
三
人

か
し
夫

合
百
八
拾
四
人

覚

人
夫
百
五
拾
壱
人

覚御
定
式

人
夫
二
拾
五
人

馬
二
拾
五
疋

右
之
通
御
座
候

和
野
駅
も
「
合
鑑
分
」
「
貸
夫
（
馬
匡
に
分
け
た
同
内
容
の
報
告
を
出
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
史
料
か
ら
は
、
事
前
に
触
れ
ら
れ
た
先
触
数
と
、
じ
っ
さ
い
の
継

立
数
と
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
こ
で
は
継
立
数
の
ほ
う
が

多
か
っ
た
。
た
だ
し
合
鑑
数
は
三
月
に
通
知
さ
れ
た
一
五
○
人
・
一
五
○
匹
に
お

お
む
ね
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
予
告
に
沿
っ
て
合
鑑
が
発
給
さ
れ
、
そ
れ
を
こ
え

た
分
が
「
貸
夫
（
馬
ご
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

合
鑑
を
宿
場
に
交
付
す
る
こ
と
は
天
明
四
年
二
七
八
四
）
六
月
の
幕
府
法
令

に
み
え
、
同
令
で
は
近
年
規
定
以
上
の
人
馬
を
要
求
さ
れ
て
宿
場
や
助
郷
が
困
窮

し
て
い
る
と
し
て
、
継
人
馬
に
つ
い
て
は
前
日
以
前
に
宿
割
の
家
来
を
派
遣
し
て

「
印
鑑
」
を
宿
々
に
渡
し
、
そ
れ
を
持
た
な
い
者
に
は
人
馬
を
渡
さ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
、
ま
た
病
気
な
ど
で
臨
時
に
人
馬
を
出
す
と
き
は
そ
の
印
鑑
に
内
訳
を

記
入
し
て
宿
役
人
に
渡
し
、
宿
側
の
印
鑑
と
照
合
し
て
人
馬
を
出
し
、
そ
の
後
家

来
が
そ
の
印
鑑
を
回
収
し
て
賃
銭
を
払
う
こ
と
、
と
定
め
て
い
る
（
近
。

よ
っ
て
、
上
記
の
合
鑑
と
い
う
の
は
、
人
馬
供
出
と
賃
銭
勘
定
の
管
理
の
た
め

の
道
具
で
あ
り
、
こ
れ
も
幕
府
の
規
定
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ら
幕
府
の
道
中
懸
大
目
付
・
井
上
美
濃
守
へ
提
出
し
た
書
付
に
次
の
よ
う
に
あ

う
勺
（
婚
）
０

（
二
）
幕
府
の
規
定
と
先
触
人
数

［
事
例
一
二
文
化
九
年
秋
田
藩
主
通
行

文
化
九
年
二
八
一
二
）
の
秋
田
藩
主
出
府
の
さ
い
、
二
月
二
一
日
に
同
藩
か

|司出同同同出
断足断断断足
前夕当
日遣日 覚
朝朝
遣遣

一一

､､屯、､､

馬人馬人馬人
足足足

弐
拾
五
人

弐
拾
五
疋

弐
拾
五
人

弐
拾
五
疋

弐
拾
五
人

弐
拾
五
疋

－69－
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右
に
よ
れ
ば
、
幕
府
の
二
五
人
・
二
五
匹
と
い
う
制
限
数
を
、
当
日
・
前
日
・

前
々
日
の
朝
と
夕
に
分
散
し
、
合
計
九
八
人
・
二
五
匹
の
継
立
て
を
幕
府
に
伺

い
、
許
可
さ
れ
て
い
る
。
先
触
人
馬
数
は
幕
府
の
規
定
に
沿
い
な
が
ら
も
、
こ
う

し
た
計
算
で
か
さ
上
げ
さ
れ
た
数
字
で
あ
っ
た
。

合
鑑
使
用
の
実
例
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
「
節
姫
様
御
登
御
用
取
纏
帳
」
（
週
に

み
ら
れ
る
事
例
を
み
る
。
同
史
料
は
文
化
一
三
年
四
月
に
節
姫
（
当
時
の
藩
主
義

厚
の
姉
）
が
久
保
田
か
ら
江
戸
へ
登
っ
た
の
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
出
発
前
に
①
「
御
領
内
人
馬
札
合
鑑
」
、
②
「
御
領
内
不
時
人
馬
合
鑑
」
、

右
者
右
京
大
夫
来
月
中
旬
国
元
出
足
参
勤
仕
候
含
御
座
候
、
迦
茂
御
定
通
弐
拾
五
人

弐
拾
五
疋
二
而
者
、
旅
行
茂
就
迷
惑
仕
候
、
去
年
御
暇
之
側
相
伺
御
聞
済
被
成
下
候

事
故
、
何
卒
前
条
之
通
朝
夕
遣
二
相
雇
申
度
候
間
、
此
段
御
聞
済
被
成
下
度
奉
伺
候
、

以
上

佐
竹
右
京
大
夫
内

二
月
十
一
日
堀
井
勘
治

即
日
御
附
札

書
面
之
通
朝
夕
二
分
、
人
馬
継
立
度
旨
承
届
候
、
追
而
先
触
届
之
節
、
何
月
幾
日
差

図
相
済
候
段
、
書
加
可
被
差
出
候

（
三
）
合
鑑
の
使
用
例

一
事
例
一
二
文
化
一
三
年
節
姫
通
行

同同｜司出同同
断断断足｜断｜析
夕前夕
遣 々 造

日

朝
造

、、、、馬人
馬人馬人 足

足足

五
人

拾
五
疋

拾
三
人

拾
三
疋

五
人

拾
弐
疋

数
、
御
用
人
馬
数
を
、
あ
ら
か
じ
め
書
き
出
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
「
御
領
内
伝

馬
・
賃
夫
・
賃
馬
帳
」
な
る
も
の
を
町
奉
行
・
郡
奉
行
へ
配
布
し
て
い
る
。
こ
れ

は
お
そ
ら
く
宿
駅
に
も
配
布
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

次
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
同
様
の
帳
簿
は
、
参
勤
交
代
時
に
も
宿
駅
に
配
布
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。

一
事
例
且
文
政
九
年
秋
田
藩
主
通
行

③
「
人
馬
札
」
の
雛
形
を
作
成
し
、
郡
奉
行
を
通
じ
て
領
内
の
九
駅
に
一
枚
ず
つ

配
布
し
て
い
る
。
①
②
は
合
鑑
印
が
捺
さ
れ
、
③
に
は
捺
さ
れ
て
い
な
い
・
③
は

家
中
が
使
用
す
る
人
馬
数
に
応
じ
て
家
中
に
も
配
布
し
て
い
る
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら

家
中
用
の
鑑
札
で
あ
る
。

①
～
③
は
み
な
領
内
用
で
あ
る
。
領
外
の
、
及
位
か
ら
千
住
に
い
た
る
各
駅
に

は
、
歩
夫
用
と
本
馬
用
の
「
人
馬
焼
印
札
」
の
雛
形
を
送
り
、
病
気
な
ど
で
不
時

人
馬
を
用
い
る
と
き
は
こ
れ
に
「
不
時
」
と
書
き
入
れ
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

こ
れ
を
領
内
の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
領
外
の
駅
に
は
①
合
鑑
．
②
不
時
合
鑑
に

値
す
る
も
の
が
送
付
さ
れ
た
が
、
③
家
中
用
の
人
馬
札
は
送
付
さ
れ
な
か
っ
た
と

み
ら
れ
る
。

こ
の
節
姫
通
行
の
事
例
か
ら
、
領
内
で
の
宿
継
人
足
に
つ
い
て
い
え
ば
、
①
合

鑑
、
②
不
時
合
鑑
、
③
家
中
用
の
人
馬
札
、
と
い
う
三
種
の
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。
こ
れ
を
前
述
の
津
軽
家
の
例
と
あ
わ
せ
み
る
と
、
合
鑑
人
馬
と
、
合
鑑
の
な

い
人
馬
と
い
う
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
者
は
津
軽
家
の
例
で
「
貸
夫
」

「
貸
馬
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
。

（
四
）
賃
人
馬

な
お
、
節
姫
参
府
の
さ
い
、
供
の
者
が
領
内
の
宿
駅
で
使
用
す
る
賃
夫
・
賃
馬

屋
形
様
御
登

（
マ
マ
〕

御
領
内
伝
馬
井
賃
夫
・
同
夫
帳

御
領
内
宿
割
・
同
宿
組
帳

右
二
冊

壱壱

－68－
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（
五
）
賃
人
馬
と
貸
人
馬

【
事
例
五
一
安
政
二
年
秋
田
藩
主
通
行

安
政
二
年
二
八
五
五
）
五
月
の
秋
田
藩
主
帰
国
（
佐
竹
義
陸
の
初
入
部
）
に

さ
い
し
て
「
戸
島
駅
よ
り
院
内
駅
迄
役
人
中
」
に
通
知
す
る
よ
う
送
付
さ
れ
た
廻

状
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
訂
）
。

こ
れ
は
文
政
九
年
の
秋
田
藩
主
参
府
に
か
か
る
も
の
で
、
「
伝
馬
井
賃
夫
」
を

記
し
た
帳
簿
が
各
駅
に
配
布
さ
れ
、
そ
れ
を
参
照
し
て
人
馬
を
用
意
し
た
こ
と
が

分
か
る
。
ま
た
宿
継
人
馬
は
、
伝
馬
・
歩
夫
と
賃
夫
・
賃
馬
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
賃
人
馬
は
、
次
の
事
例
に
よ
れ
ば
家
中
が
雇
う
人
馬
と
考
え
ら
れ
る
。

郡
方
え

当
御
入
部
御
供
下
之
面
々
え
御
貸
被
下
候
人
馬
、
惣
し
て
駅
々
え
歩
伝
馬
帳
被
相
渡
、

内
百
五
拾
七
疋
伝
馬

四
拾
五
疋
賃
馬

（
尋
、
↓
、
〉

右
之
通
此
度
相
増
候
間
、
先
二
被
相
渡
候
夫
伝
馬
帳
江
引
合
、
相
増
候
処
相
可
申
候
、

右
人
馬
之
内
先
登
茂
有
之
候
問
、
右
之
通
り
宿
に
写
取
順
達
可
被
成
候
、
戸
島
村
よ

り
院
内
迄
被
遣
可
申
候
（
後
略
）

戊
三
月
十
三
日
（
帥
）

宿
送
ヲ
以
被
仰
渡
候

三
月
六
日
到
着
庄
司
小
左
衛
門
様
・

方
様
よ
り

（
中
略
）

〉
寛

一
、
惣
人
足
弐
百
六
拾
八
人
但
六

内
弐
百
八
人
位
歩
夫

六
拾
人
位
賃
夫

一
、
馬
弐
百
八
疋
但
拾
疋
増

但
六
拾
人
増

栗
田
定
之
丞
様
・
岡
田
清
蔵
様
、
右
御
三

人
馬
同
様
の
手
続
き
を
お
こ
な
う
。
こ
の
帳
簿
は
お
そ
ら
く
、
家
中
が
公
用
通
行

の
さ
い
に
携
行
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
駄
賃
帳
」
を
指
す
と
思
わ

れ
る
ｃ③

そ
の
ほ
か
臨
時
に
馬
指
な
ど
と
示
談
で
馬
な
ど
を
出
す
の
は
不
可
で
あ
る
。

た
だ
し
や
む
を
え
な
い
事
情
で
賃
夫
・
賃
馬
を
雇
う
と
き
は
許
可
の
う
え
合
鑑
を

発
給
す
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
家
中
が
使
用
す
る
人
馬
に
、
①
藩
が
貸
す
貸
人
馬
と
、
②
自

分
で
雇
う
賃
人
馬
が
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
｛
事
例
四
一
に
み
え
る
賃
夫
・
賃
馬

は
家
中
が
雇
う
人
馬
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
①
～
③
い
ず
れ
も
合
鑑
を
発
給
し
て
い
る
。
や
む
を
え
な
い
事
情
で
発

給
さ
れ
る
臨
時
の
合
鑑
も
あ
り
、
こ
れ
が
「
不
時
合
鑑
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。さ

て
、
以
上
の
【
事
例
一
～
五
一
は
、
そ
れ
ぞ
れ
用
語
も
異
な
り
統
一
的
に
理

こ
れ
は
郡
方
あ
て
の
通
達
で
あ
る
が
、
参
考
の
た
め
宿
駅
に
も
触
れ
ら
れ
た
。

い
ず
れ
も
供
を
す
る
家
中
の
人
馬
使
用
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
内
容
を
整
理
す

る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
供
の
者
へ
藩
か
ら
貸
す
人
馬
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
各
駅
に
渡
し
た

「
歩
伝
馬
帳
」
と
合
鑑
を
引
き
合
わ
せ
て
人
馬
を
渡
す
。
た
だ
し
臨
時
に
願
い
出

が
あ
れ
ば
許
可
の
う
え
合
鑑
に
注
記
す
る
（
型
。

右
帳
面
へ
合
鑑
被
指
出
候
問
、
於
駅
々
能
々
引
合
、
可
被
相
渡
事

但
臨
時
依
願
被
御
聞
届
之
上
被
指
出
候
儀
有
之
候
ハ
、
合
鑑
之
肩
へ
不
明
（
時
ヵ
）

等
相
記
候
事

一
、
自
分
雇
賃
夫
之
儀
も
依
願
被
御
聞
届
申
候
、
銘
々
賃
夫
・
賃
馬
帳
へ
右
同
断
之

事
、
其
外
臨
時
馬
指
等
え
示
談
ヲ
以
指
出
候
様
之
儀
、
堅
く
可
被
相
禁
候
、
併
不

得
止
賃
夫
・
賃
馬
被
相
雇
候
儀
も
有
之
候
ハ
、
、
是
又
被
御
聞
届
之
上
、
右
合
鍬

可
相
渡
事

右
之
趣
駅
々
役
人
共
へ
心
得
違
無
之
様
可
被
申
渡
候
、
以
上

②
自
分
雇
の
賃
夫
の
使
川
は
許
可
を
要
し
、
各
自
の
「
賃
夫
・
賃
馬
帳
」
へ
貸
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解
す
る
の
が
難
し
い
が
、
宿
駅
に
大
名
側
か
ら
ど
の
よ
う
な
人
馬
の
要
請
が
な
さ

れ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

江
戸
後
期
に
は
、
秋
田
藩
も
幕
府
と
同
様
、
宿
駅
の
疲
弊
対
策
と
し
て
公
用
通

行
に
お
け
る
人
馬
使
用
量
の
抑
制
を
図
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
合
鑑
が
作
成
さ

れ
、
あ
ら
か
じ
め
宿
駅
に
も
送
付
さ
れ
、
合
鑑
を
持
つ
者
だ
け
が
人
馬
を
供
さ
れ

た
。
た
だ
し
臨
時
に
不
時
合
鑑
を
発
給
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
幕
府
の
制
に
よ
れ

ば
合
鑑
の
な
い
者
に
人
馬
を
渡
す
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
弘
前
藩
の
事
例

ま
た
、
秋
田
藩
で
は
、
伝
馬
・
歩
夫
と
賃
人
馬
を
区
別
し
て
あ
ら
か
じ
め
宿
駅

へ
知
ら
せ
て
い
た
。
【
事
例
四
一
に
よ
れ
ば
後
者
は
供
の
家
中
が
自
分
で
雇
う
人

馬
で
あ
っ
た
。

ま
た
〔
事
例
五
一
に
よ
れ
ば
、
藩
か
ら
供
の
者
へ
貸
す
貸
人
馬
が
あ
り
、
こ
れ

も
あ
ら
か
じ
め
帳
簿
に
記
し
て
宿
駅
に
通
知
さ
れ
た
。
賃
人
馬
・
貸
人
馬
と
も
に
、

合
鑑
が
発
給
さ
れ
、
帳
簿
と
照
合
し
て
人
馬
が
渡
さ
れ
た
詞
）
。

こ
の
よ
う
に
、
宿
駅
に
要
求
さ
れ
る
宿
継
人
馬
は
、
幕
府
の
規
定
に
従
っ
て
合

鑑
人
馬
数
が
あ
ら
か
じ
め
通
知
さ
れ
て
お
り
、
じ
っ
さ
い
の
継
立
人
馬
は
合
鑑
、

臨
時
追
加
の
不
時
合
鑑
、
家
中
が
自
分
で
雇
う
賃
人
馬
、
藩
か
ら
貸
し
渡
す
貸
夫

な
ど
で
複
合
的
に
構
成
さ
れ
て
い
た
。

に
よ
れ
ば
合
鑑
を
こ
え
る
人
馬
も
供
さ
れ
て
い
る
。

（
六
）
増
人
馬
と
添
人
馬

増
人
馬
に
つ
い
て
、
領
内
宿
場
の
困
窮
へ
の
対
策
と
し
て
触
れ
ら
れ
た
天
保
一

三
年
九
月
の
秋
田
藩
の
法
令
に
、
諸
士
・
寺
院
な
ど
の
通
行
に
つ
い
て
「
御
定
人

馬
之
外
、
臨
時
増
人
馬
請
取
申
度
も
の
は
、
駅
々
定
賃
銭
え
八
増
倍
を
以
相
払
可

申
事
」
と
あ
る
（
劃
。
つ
ま
り
増
人
馬
と
は
臨
時
に
使
用
す
る
規
定
外
の
人
馬
の

こ
と
で
、
そ
れ
は
定
賃
銭
に
割
増
し
な
い
と
使
用
で
き
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
増

人
馬
は
規
定
人
数
を
こ
え
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
呼
称
と
み
ら
れ
る
。

添
人
馬
に
つ
い
て
、
幕
府
は
延
享
四
年
二
七
四
七
）
三
月
の
法
令
で
、
「
御

朱
印
人
馬
之
外
、
添
人
馬
」
を
継
立
て
る
こ
と
を
問
題
と
し
、
「
無
用
之
添
人
馬
」

を
出
さ
せ
な
い
よ
う
令
し
て
い
る
。
幕
府
の
伝
馬
朱
印
に
記
さ
れ
た
人
数
を
こ
え

最
後
に
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
。

秋
川
藩
に
は
助
郷
が
宿
駅
に
人
馬
を
供
出
す
る
助
郷
制
度
が
あ
り
、
通
常
、
秋

田
藩
主
の
参
勤
交
代
・
鷹
狩
、
弘
前
藩
主
の
参
勤
交
代
に
あ
た
っ
て
課
役
が
お
こ

な
わ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
宿
駅
の
常
備
人
馬
数
で
は
対
応
不
可
能
な
大
規
模
な
通
行

に
さ
い
し
、
宿
駅
が
藩
か
ら
許
可
を
う
け
て
実
施
し
た
。
限
ら
れ
た
ケ
ー
ス
で
実

施
さ
れ
る
臨
時
の
役
で
あ
り
、
平
時
の
役
で
は
な
か
っ
た
。

天
和
期
以
前
に
は
す
で
に
助
郷
の
指
定
が
み
と
め
ら
れ
る
。
享
保
期
に
は
そ
れ

ま
で
の
制
度
が
再
編
さ
れ
、
各
駅
付
属
の
助
郷
、
各
助
郷
の
負
担
高
と
免
除
高
、

課
役
実
施
要
領
な
ど
を
定
め
た
「
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
が
領
内
十
数
駅
に
交
付

さ
れ
、
そ
れ
が
後
代
ま
で
課
役
の
基
礎
と
な
っ
た
。

助
郷
に
は
定
助
郷
・
加
助
郷
な
ど
の
区
別
は
な
い
が
、
主
に
遠
方
の
村
に
一
定

の
役
免
除
が
与
え
ら
れ
た
。
助
郷
の
指
定
は
広
範
囲
に
わ
た
る
網
羅
的
な
様
相
を

呈
し
て
お
り
、
宿
駅
近
郷
に
限
定
さ
れ
た
役
と
は
み
な
し
難
い
。

課
役
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前
に
先
触
が
宿
駅
に
到
来
し
、
藩
の
役
人
の
関
与
の

も
と
で
宿
駅
ご
と
に
加
郷
割
が
決
定
さ
れ
、
負
担
す
べ
き
人
馬
数
が
助
郷
へ
伝
達

さ
れ
た
。

負
担
す
る
助
郷
の
側
で
は
、
す
で
に
享
保
期
に
は
代
銭
納
が
許
可
さ
れ
て
お
り
、

歩
夫
の
過
半
が
代
銭
納
さ
れ
た
例
も
あ
り
、
代
銭
と
正
人
馬
を
組
み
合
わ
せ
て
納

付
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
正
人
馬
で
あ
っ
て
も
、
つ
と
め
る
者
に
村
か
ら
賃
銭
を

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
増
人
馬
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

幕
府
の
人
馬
使
用
制
限
や
合
鑑
使
用
の
義
務
づ
け
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
大
名
の

側
で
は
先
触
を
届
け
出
、
使
用
す
る
人
馬
数
の
許
可
を
願
う
な
ど
し
て
い
た
。
し

か
し
な
が
ら
規
定
人
馬
数
を
朝
夕
前
後
日
に
分
け
て
全
体
数
を
か
さ
上
げ
し
た

り
、
合
鑑
以
外
に
人
馬
を
利
用
し
た
り
と
、
通
行
す
る
側
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
で

人
馬
を
増
や
そ
う
と
し
た
。
そ
う
し
た
規
制
と
実
態
と
の
ズ
レ
が
、
本
節
で
み
た

よ
う
な
各
種
の
名
目
を
派
生
さ
せ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
と
め
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渡
し
た
例
が
み
ら
れ
、
賃
銭
勤
め
に
よ
る
人
馬
の
確
保
が
広
範
に
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
助
郷
課
役
の
大
き
な
特
徴
は
、
適
用
対
象
が
お
も
に
参
勤
交
代
で
あ
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
人
馬
の
用
途
は
、
天
保
期
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
宿
継
人

馬
の
ほ
か
、
本
陣
な
ど
の
施
設
整
備
、
体
泊
地
で
の
雑
役
な
ど
が
大
き
な
割
合
を

占
め
て
い
た
。
羽
州
街
道
は
五
街
道
な
ど
に
く
ら
べ
通
行
量
が
少
な
く
、
最
も
大

規
模
か
つ
頻
繁
な
通
行
は
、
領
主
自
身
の
参
勤
交
代
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
た

め
助
郷
役
は
、
参
勤
に
ま
つ
わ
る
諸
種
の
人
馬
役
を
包
括
す
る
形
態
と
な
っ
た
。

助
郷
に
賦
課
す
る
人
馬
数
は
、
宿
駅
ご
と
に
藩
の
役
人
と
宿
駅
双
方
が
関
与
し

て
算
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
費
目
や
見
積
は
宿
駅
に
よ
っ
て
大
き
な
差
異
を
生
じ
た
。

天
保
一
二
年
、
藩
は
ま
ち
ま
ち
な
費
目
を
整
理
し
て
人
馬
負
担
の
基
数
を
定
め
、

負
担
の
標
準
化
を
図
り
、
そ
れ
は
幕
末
ま
で
引
き
継
が
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
都

度
必
要
に
応
じ
て
基
数
か
ら
割
り
引
い
た
り
割
り
増
し
た
り
し
て
課
役
数
を
決
定

し
て
お
り
、
負
担
量
の
限
定
を
Ⅱ
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

以
上
、
秋
田
藩
の
助
郷
制
度
の
概
要
を
述
べ
た
が
、
本
稿
は
も
っ
ぱ
ら
享
保
期

以
降
の
概
況
把
握
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
前
期
の
助
郷
制
度
の
成
立
過

程
や
、
人
馬
を
供
出
す
る
村
の
状
況
な
ど
未
検
討
の
課
題
は
多
く
、
そ
れ
ら
は
今

後
の
研
究
に
ま
つ
こ
と
と
し
た
い
。

土
Ｌ

三
川（

１
）
『
梅
津
政
景
日
記
』
三
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
）
一
六
九
頁

（
２
）
「
久
保
田
大
町
三
丁
目
記
録
永
代
帳
二
新
秋
田
叢
書
』
一
四
、
三
一
九
頁

（
３
）
『
秋
田
県
史
』
近
世
編
上
、
一
九
二
頁

（
４
）
『
国
典
類
抄
』
一
三
、
一
九
八
頁

（
５
）
「
品
々
亀
鑑
」
（
美
郷
町
学
友
館
所
蔵
）
は
、
六
郷
の
駅
場
肝
煎
が
職
務
に

関
す
る
書
類
を
ま
と
め
た
手
控
え
で
あ
り
、
近
代
の
写
し
で
は
あ
る
が
、
宿

駅
業
務
に
つ
い
て
豊
富
な
記
事
を
含
ん
で
お
り
、
享
保
度
の
「
加
伝
馬
・
歩

夫
割
帳
」
も
収
載
し
て
い
る
。
享
保
一
七
年
の
横
手
に
つ
い
て
は
岩
屋
朝
徳

氏
所
蔵
「
平
鹿
郡
横
手
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
所
収
の
助
郷
一
覧
に
依
拠
し

き
の
助
郷
役
実
施
規
定
と
が
あ
り
、
前
者
は
当
然
な
が
ら
宿
駅
ご
と
に
異
な

っ
て
い
る
が
、
後
者
は
細
か
な
字
句
の
異
同
を
の
ぞ
け
ば
同
内
容
で
あ
る
。

（
７
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
Ａ
６
８
２
１
１
４

（
８
）
「
横
手
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
（
横
手
市
、
二
○
○
七
年
）
、
六
八
○
頁

（
９
）
秩
父
威
仙
「
綴
子
村
加
伝
馬
歩
夫
割
帳
と
そ
の
関
連
考
二
こ
（
『
鷹
巣
地

方
史
研
究
』
三
一
、
一
九
九
二
年
）
所
掲
の
写
真
よ
り
翻
刻
し
た
。

（
皿
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
菊
池
文
庫
、
請
求
番
号
５
４

（
皿
）
『
横
手
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
、
一
九
三
頁

（
吃
）
秋
田
藩
主
佐
竹
義
厚
は
天
保
二
年
四
月
二
日
に
久
保
田
を
発
っ
て
参

府
し
て
い
る
か
ら
、
三
月
と
い
う
の
は
加
郷
割
の
割
付
実
施
を
示
す
も
の
で

た
。
な
お
、
「
品
々
亀
鑑
」
は
、
表
題
の
左
右
に
「
六
郷
町
郷
土
史
料
第
七
輯
」

「
六
郷
町
役
場
」
と
付
記
さ
れ
て
お
り
、
巻
尾
に
は
大
正
一
二
年
に
六
郷
町
助

役
寺
田
千
代
竹
氏
所
蔵
本
を
写
し
た
旨
の
メ
モ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
体
裁
を

み
る
と
、
原
本
は
二
冊
か
ら
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
前
半
部
は
表
紙
に

「
安
政
四
歳
丁
巳
八
月
御
伝
馬
屋
鋪
駅
馬
方
品
々
亀
鑑
」
と
記
さ
れ
、
寛
保

二
年
二
七
四
二
）
一
○
月
か
ら
安
政
六
年
二
八
五
九
）
一
二
月
ま
で
の

記
事
を
含
み
、
裏
表
紙
に
「
寺
川
喜
左
衛
門
利
照
」
と
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

後
半
部
は
表
紙
に
「
安
政
五
歳
戊
午
七
月
駅
場
方
品
々
記
録
」
と
あ
り
、

裏
表
紙
は
前
者
と
同
様
で
、
寛
文
八
年
二
六
六
八
）
か
ら
安
政
六
年
九
月

ま
で
の
記
事
を
含
ん
で
い
る
。
よ
っ
て
原
本
は
安
政
四
年
か
ら
六
年
頃
に
か

け
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
史
料
に
含
ま
れ
る
安
政

六
年
一
二
月
の
賃
銭
値
上
げ
願
書
に
は
、
連
署
し
た
者
の
な
か
に
六
郷
高
野

村
の
駅
場
肝
煎
寺
田
喜
左
衛
門
の
名
が
み
え
る
。
同
じ
く
安
政
元
年
四
月
の

賃
銭
値
上
げ
願
書
に
は
駅
場
肝
煎
寺
川
貞
吉
の
名
が
み
え
る
。
喜
左
術
門
が

い
つ
駅
場
肝
煎
に
就
任
し
た
か
は
不
明
だ
が
、
勤
役
中
に
過
去
の
記
録
を
ま

と
め
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
６
）
「
品
々
亀
総
」
に
六
郷
・
大
曲
・
横
手
の
も
の
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お

横
手
分
は
岩
屋
朝
徳
氏
所
蔵
「
平
鹿
郡
横
手
加
伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
に
依
拠

し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
本
を
比
較
す
る
と
、
史
料
中
に
助
郷
一
覧
と
、
箇
条
書
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あ
ろ
う
。
一
二
年
に
は
四
月
二
四
日
に
江
戸
を
発
し
帰
国
し
て
い
る
。
な
お

『
佐
竹
家
譜
』
下
（
東
洋
書
院
、
一
九
八
九
年
）
一
二
三
四
頁
、
一
二
四
○
頁

に
よ
る
。

（
昭
）
な
お
、
湯
沢
の
人
馬
総
数
が
極
端
に
少
な
い
の
は
、
最
下
段
に
み
え
る
銭

で
の
計
上
分
を
引
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
｛
表
８
－
の
横
手
の
ケ
ー

ス
も
同
様
で
、
全
体
で
一
二
九
人
の
歩
夫
を
計
上
し
つ
つ
、
そ
の
う
ち
五

六
六
人
は
銭
割
と
し
て
差
し
引
い
て
い
る
。
助
郷
に
銭
納
さ
せ
て
歩
夫
を
雇

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
皿
）
こ
の
史
料
で
「
御
本
触
」
「
御
向
触
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
の
は
先
触
の
こ

と
で
あ
る
。
秋
田
藩
で
は
向
触
と
表
記
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
が
、
「
向
」

は
「
さ
き
」
と
い
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ
、
苗
字
の
向
山
の
ご
と
く
「
さ
き
」

と
読
む
こ
と
が
あ
る
。
「
本
触
」
は
「
元
触
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

「
も
と
ぶ
れ
」
と
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

（
旧
）
「
久
保
田
大
町
三
丁
目
記
録
永
代
帳
」
『
新
秋
田
叢
書
』
一
四
、
四
○
五
頁

（
恥
）
『
太
田
町
郷
土
史
資
料
』
三
、
四
六
三
頁

（
Ⅳ
）
『
横
手
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
、
六
七
七
頁

（
肥
）
小
西
健
介
「
史
料
紹
介
駅
場
日
記
」
（
『
六
郷
の
歴
史
』
四
、
六
郷
町
町

史
編
纂
委
員
会
、
一
九
七
五
年
）
二
三
頁

（
岨
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
屋
形
様
義
厚
公
御
入
部
記
録
」
第
二
冊
上
、
請

求
番
号
Ａ
Ｓ
２
０
９
１
１
２
７

（
別
）
『
横
手
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
、
六
八
六
頁

（
幻
）
註
（
岨
）
所
掲
史
料
に
よ
る
。

（
躯
）
『
横
手
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
、
五
三
七
頁

（
羽
）
宿
駅
に
触
れ
た
天
保
一
三
年
九
月
の
法
令
に
「
私
状
賃
銭
附
を
以
仕
送
候

分
、
本
街
道
は
格
別
、
横
通
り
入
在
等
え
は
可
成
丈
ヶ
勘
酌
不
指
出
候
様
可

致
事
」
と
あ
る
書
横
手
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
、
七
三
○
頁
）
。

（
型
）
寛
政
二
年
八
月
の
法
令
で
、
久
保
田
城
の
ニ
ノ
丸
を
百
姓
・
町
人
な
ど
が

「
横
通
往
来
」
し
な
い
よ
う
定
め
て
お
り
、
翌
三
年
四
月
の
町
触
で
は
城
中
八

幡
神
社
な
ど
の
祭
礼
時
に
は
「
百
姓
・
町
人
に
至
ま
て
参
詣
之
男
女
、
ニ
ノ

丸
横
通
り
往
来
被
指
免
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
横
切
る
と
い
う
意
味

と
解
さ
れ
る
が
、
不
正
規
な
通
行
一
般
を
さ
し
て
横
通
り
と
呼
ん
だ
可
能
性

も
あ
ろ
う
書
秋
田
藩
町
触
集
』
上
、
四
○
七
頁
、
四
二
六
頁
）
。

（
妬
）
「
久
保
田
大
町
三
丁
目
記
録
永
代
帳
」
『
新
秋
田
叢
書
』
一
四
、
三
八
二
頁

（
妬
）
下
さ
れ
る
と
い
う
の
は
恩
賜
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。
ほ
ん
ら
い
命
じ

ら
れ
て
供
出
す
る
も
の
を
、
な
ぜ
下
さ
る
と
表
現
す
る
の
か
。
前
掲
の
「
加

伝
馬
・
歩
夫
割
帳
」
に
よ
れ
ば
、
宿
駅
の
過
剰
割
付
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
か
藩
の
役
人
も
加
郷
割
に
関
与
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、
宿
駅
は
独

自
の
判
断
で
割
付
数
を
大
幅
に
増
や
す
こ
と
は
で
き
な
い
環
境
に
あ
っ
た
。

い
つ
ぽ
う
駅
か
ら
み
れ
ば
、
多
く
の
人
馬
を
集
め
た
ほ
う
が
人
馬
の
差
配
に

余
裕
が
生
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
藩
が
員
数
を
公
認
し
て
割
付
を
み

と
め
れ
ば
、
宿
駅
は
割
付
の
大
義
名
分
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
下

さ
れ
る
と
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
”
）
次
掲
の
史
料
は
、
安
政
三
年
二
八
五
六
）
五
月
の
秋
田
藩
主
参
勤
時
、

六
郷
の
駅
場
役
人
が
提
出
し
た
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
六
郷
通
行

時
に
供
の
小
人
が
合
鑑
夫
（
第
六
節
参
照
、
藩
か
ら
鑑
札
を
渡
さ
れ
使
用
を

認
め
ら
れ
た
人
夫
）
四
人
の
「
銭
直
」
を
要
求
し
、
さ
ら
に
貸
夫
馬
を
要
求
し

た
た
め
、
宿
駅
側
は
夫
四
人
の
代
銭
五
貰
文
と
貸
夫
二
人
を
提
供
し
て
い
る
。

乍
恐
御
尋
二
付
奉
申
上
候
御
事
（
岩
屋
朝
徳
氏
所
蔵
文
書
傍
線
筆
者
）

御
通
行
御
当
日
、
三
番
御
小
人
衆
宿
よ
り
役
人
可
指
遣
申
来
候
二
付
、
御
用

向
御
宿
を
以
可
被
仰
遣
申
聞
候
処
、
亭
主
申
条
ニ
ハ
私
往
来
致
候
へ
は
跡
は

女
共
斗
二
而
致
方
無
之
、
役
人
立
呉
候
趣
二
御
座
候
間
、
役
人
代
米
町
久
太

’
貸
夫
弐
人
同
道
致
、

は
御
合
鑑
通
御
継
立
仕
候
上
二
無
之
候
而
ハ
致
方
無
之
申
遣
候
、
右
之
儀
久

太
郎
委
曲
申
上
候
処
、
夫
ハ
表
方
之
挨
拶
二
も
可
有
之
、
拙
者
共
時
々
往
来

之
節
、
駅
場
え
貸
馬
等
も
有
之
事
故
、
相
五
（
相
互
）
二
慈
愛
を
以
致
候
様

郎
と
申
者
指
遣
候
処
、
御
合
鑑
夫
四
八
銭
直
二
致
、
外
二
夫
一

ｌ貸呉
候
趣
申
来
候
故
、
歩
行
夫
直
之
儀
は
承
知
仕
候
へ
と
も
、

可
申
聞
御
申
二
付
、

立
帰
り
右
之
趣
委
曲
申
談
し
、
夫
四
人
直
之
代
五
貫
文
、

宿
元
え
罷
出
候
（
後
略
）

外
二
夫
三
人
・
馬
壱
疋Ｉ

貸
夫
馬
之
儀
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（
運
『
御
触
書
天
明
集
成
』
六
九
○
頁

（
妬
）
児
玉
幸
多
『
近
世
交
通
史
の
研
究
」
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
六
年
）
六
八
頁

（
翌
『
秋
田
県
史
』
資
料
編
近
世
上
、
一
○
十

（
“
）
『
横
手
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
、
六
九

（
妬
）
註
（
喝
）
前
掲
論
文
、
二
一
～
二
四
頁

（
鰹
）
同
一
四
六
頁

（
“
）
『
横
手
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
、
一
三
六
頁

（
釣
）
『
横
手
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
、
三
二
八
頁

（
㈹
）
ち
な
み
に
こ
の
と
き
の
負
担
比
率
は
一
○
○
石
に
つ
き
馬
三
・
四
四
匹
、

歩
夫
○
・
五
○
二
人
と
さ
れ
て
い
る
。
三
本
柳
村
の
高
は
四
八
二
石
で
あ
る

か
ら
、
右
の
比
率
を
掛
け
合
わ
せ
る
と
人
馬
触
の
通
り
の
人
馬
数
を
得
る
。

（
聖
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
参
勤
道
中
手
控
」
、
請
求
番
号

２
６

（
翌
『
太
田
町
郷
土
史
資
料
』
三
、
川
六
二
頁

（
劃
）
同
、
五
二
三
頁

（
弱
）
『
佐
竹
家
譜
」
下
（
東
洋
書
院
、
一
九
八
九
年
）
一
二
二

（
錨
）
『
太
田
町
郷
土
史
資
料
』
一
○
↑
三
三
一
頁

（
師
）
『
横
手
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
、
三
○
一
頁

（
銘
）
『
太
田
町
郷
土
史
資
料
一
一
○
、
三
三
五
頁
、
三
七
三
頁

（
羽
）
「
久
保
田
大
町
三
丁
目
記
録
永
代
帳
」
『
新
秋
田
叢
書
』
一
四
、
四
一
七
頁

〈
羽
）
「
見
込
」
の
数
字
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
天
保
二
年
の
史
料
が
実
例

で
は
な
く
見
積
も
り
を
示
し
た
も
の
と
み
る
む
き
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

通
行
日
以
前
に
加
郷
割
を
お
こ
な
う
に
あ
た
り
、
先
触
に
記
さ
れ
て
い
な
い

「
前
後
荷
物
」
な
ど
の
所
要
人
馬
数
は
見
込
み
で
割
り
つ
け
る
ほ
か
無
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。

（
鋤
）
『
太
田
町
郷
土
史
資
料
」
三
、
四
六
七
頁

（
釦
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
屋
形
様
義
厚
公
御
入
部
記
録
」
第
七
冊
上
、
請

求
番
号
Ａ
Ｓ
２
０
９
１
１
２
７

（
磐
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
参
勤
道
中
手
控
」
、
請
求
番
号
Ａ
Ｓ
２
０
９
１
２

『
横
手
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
、
一
○
七
頁

一
○
九
六
頁

六
九
一
頁

九
百
〆、

付
記本

稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
岩
屋
朝
徳
氏
と
美
郷
川
学
友
館
の
塙
観
量
氏
に
史
料

の
利
用
上
便
宜
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
磐
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
色
々
合
冊
」
、
請
求
番
号
Ａ
Ｓ
３
１
２
ｌ
２
６
ｌ
１

（
⑬
）
『
太
田
町
郷
土
史
資
料
』
八
下
所
収

（
卵
）
註
（
喝
）
前
掲
論
文
、
二
二
頁

（
団
）
『
横
手
市
史
」
史
料
編
近
世
Ｉ
、
七
四
六
頁

（
記
）
秋
田
藩
で
慶
長
一
五
年
の
参
府
に
お
い
て
馬
添
衆
に
人
馬
を
貸
し
た
こ
と

が
『
梅
津
政
景
日
記
』
に
み
え
る
（
同
書
二
、
二
○
○
頁
）
か
ら
、
参
勤
の

供
へ
人
馬
を
貸
す
こ
と
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
が
宿
駅
か
ら
供

出
さ
れ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
型
な
お
、
［
事
例
二
で
弘
前
藩
人
数
は
合
鑑
と
貸
人
馬
か
ら
な
っ
て
い
た
。

後
者
は
｛
事
例
五
一
と
同
様
、
藩
が
家
中
に
貸
す
人
馬
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う

か
。
［
事
例
三
に
よ
れ
ば
家
中
人
馬
札
は
領
外
で
は
発
給
さ
れ
ず
、
し
た
が

っ
て
合
鑑
以
外
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
【
事
例
こ
の
合
鑑
外
人
馬

（
Ⅱ
貸
人
馬
）
と
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
た
類
似
点
か
ら
み
て
、
弘
前
藩
の
貸

人
馬
は
秋
田
藩
と
同
様
、
家
中
に
藩
か
ら
貸
し
渡
さ
れ
る
人
馬
で
あ
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。

（
瓢
）
『
横
手
市
史
』
史
料
編
近
世
Ｉ
、
七
二
九
頁
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